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平成２０年第１回上天草市議会定例会会議録 

平成２０年３月４日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

議 場 

１．議事日程（第１日目） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 市長の施政方針説明 

 日程第 ５ 議案第 １号 上天草市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第 ６ 議案第 ２号 上天草市市長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 日程第 ７ 議案第 ３号 上天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 日程第 ８ 議案第 ４号 上天草市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 日程第 ９ 議案第 ５号 上天草市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第１０ 議案第 ６号 上天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一

部を改正する条例の制定について 

 日程第１１ 議案第 ７号 上天草市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第１２ 議案第 ８号 上天草市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 

 日程第１３ 議案第 ９号 上天草市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１４ 議案第１０号 上天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第１５ 議案第１１号 上天草市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１６ 議案第１２号 上天草市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

 日程第１７ 議案第１３号 上天草市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１８ 議案第１４号 上天草市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１９ 議案第１５号 上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び上天草市浄化槽

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第２０ 議案第１６号 上天草市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及

び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定め

る条例の制定について 
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 日程第２１ 議案第１７号 上天草市農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第２２ 議案第１８号 上天草市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 日程第２３ 議案第１９号 上天草市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第２４ 議案第２０号 上天草市図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第２５ 議案第２１号 上天草市立上天草総合病院職員の特殊勤務手当の支給に関する条

例を廃止する条例の制定について 

 日程第２６ 議案第２２号 上天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 日程第２７ 議案第２３号 平成１９年度上天草市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第２８ 議案第２４号 平成１９年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第３号） 

 日程第２９ 議案第２５号 平成１９年度上天草市老人保健医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第３０ 議案第２６号 平成１９年度上天草市診療所特別会計補正予算（第３号） 

 日程第３１ 議案第２７号 平成１９年度上天草市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

補正予算（第３号） 

 日程第３２ 議案第２８号 平成１９年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第３３ 議案第２９号 平成１９年度上天草市天草四郎メモリアルホール特別会計補正予

算（第３号） 

 日程第３４ 議案第３０号 平成１９年度上天草市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第３５ 議案第３１号 平成１９年度上天草市立上天草総合病院事業会計補正予算（第２

号） 

 日程第３６ 議案第３２号 平成２０年度上天草市一般会計予算 

 日程第３７ 議案第３３号 平成２０年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

 日程第３８ 議案第３４号 平成２０年度上天草市老人保健医療特別会計予算 

 日程第３９ 議案第３５号 平成２０年度上天草市診療所特別会計予算 

 日程第４０ 議案第３６号 平成２０年度上天草市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

予算 

 日程第４１ 議案第３７号 平成２０年度上天草市介護保険特別会計予算 

 日程第４２ 議案第３８号 平成２０年度上天草市斎場特別会計予算 

 日程第４３ 議案第３９号 平成２０年度上天草市天草四郎メモリアルホール特別会計予算 

 日程第４４ 議案第４０号 平成２０年度上天草市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第４５ 議案第４１号 平成２０年度上天草市物揚場造成事業特別会計予算 

 日程第４６ 議案第４２号 平成２０年度上天草市地域開発事業特別会計予算 
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 日程第４７ 議案第４３号 平成２０年度上天草市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第４８ 議案第４４号 平成２０年度上天草市水道事業会計予算 

 日程第４９ 議案第４５号 平成２０年度上天草市立上天草総合病院事業会計予算 

 日程第５０ 議案第４６号 天草広域連合の処理する事務の変更及び規約の一部変更について 

 日程第５１ 議案第４７号 あらたに生じた土地の確認について 

 日程第５２ 議案第４８号 字の区域の変更について 

 日程第５３ 議案第４９号 あらたに生じた土地の確認について 

 日程第５４ 議案第５０号 字の区域の変更について 

 日程第５５ 議案第５１号 湯島辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 日程第５６ 議案第５２号 星平辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 日程第５７ 議案第５３号 和解及び損害賠償の額の決定について 

 日程第５８ 議案第５４号 市道路線の認定について 

 日程第５９ 諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第６０ 発議第 １号 上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 日程第６１ 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙について 

                                             

 

２．本日の出席議員は次のとおりである。（２５名） 

   議長 渡辺 稔夫 

   １番 髙橋  健    ２番 小西 涼司    ３番 島田 光久 

   ４番 新宅 靖司    ５番 川口  望    ６番 田中 万里 

   ７番 塩田 真一    ８番 山口 安彦    ９番 北垣  潮 

  １０番 東川 義勝   １１番 園田 一博   １２番 堀江 隆臣 

  １３番 佐藤ユミ子   １４番 窪田 進市   １５番 田中 豊八 

  １６番 津留 和子   １７番 瀬﨑 秀輝   １８番 寄口 大和 

  ２０番 渡辺 勝也   ２１番 田中 勝毅   ２２番 藤川 勝久 

  ２３番 山﨑 哲哉   ２４番 蕏塚 安親   ２５番 須﨑 正造 

                                             

 

３．本日の欠席議員は次のとおりである。（１名） 

  １９番 桑原 千知 

                                             

 

４．会議事件説明のため出席した者の職・氏名 
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 市 長  川端 祐樹   収 入 役  本田 明男 

 総 務 部 長  川本 一夫   企 画 観 光 部 長  石炭 芳邦 

 建 設 部 長  鬼塚 憲雄   健 康 福 祉 部 長  川下 伸一 

 市 民 環 境 部 長  福田 富雄   農 林 水 産 部 長  永森 文彦 

 教 育 部 長  山下 秀幸   病 院 事 業 管 理 者  樋口 定信 

 龍ヶ岳統括支所長  田中 義人   姫 戸 統 括 支 所 長  木下 文宣 

 水 道 局 長  鍬田 成朗   上天草総合病院事務長  松本 精史 

 財 政 課 長  永森 良一   総 務 課 長  成田  好 

                                             

 

５．職務のため出席した者の職・氏名 

 議 会 事 務 局 長  村田 一安   局 長 補 佐  村枝 誠二 

 参 事  前方 正広 

                                             

 

開会  午前１０時００分 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） おはようございます。 

 これより平成２０年第１回上天草市議会定例会を開会いたします。今議会は１年の計を決める

大事な議会でございます。皆さん方の御審議方よろしくお願い申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付してあるとおりであります。 

                                             

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 日程第１、会議録署名の議員を指名いたします。 

 会議録署名議員に１４番、窪田進市君、１５番、田中豊八君を指名します。 

                                             

 

   日程第２ 会期の決定 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 日程第２、会期の決定については、去る２月１２日及び２６日に議会

運営委員会が開催され、会期日程等について協議されておりますので、その報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○○○○議会運営委員長議会運営委員長議会運営委員長議会運営委員長（（（（堀江堀江堀江堀江    隆臣君隆臣君隆臣君隆臣君）））） 私事でございますけれども、きょうこの席に立てないかも

と心配しておりましたけれども、無事社会復帰を果たしまして、御心配をおかけしました。また、

皆さんに大変お心遣いを感謝しております。ありがとうございました。 
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 平成２０年第１回上天草市議会に当たり、議会運営委員会を去る２月１２日及び２６日に開き

まして会期日程等について協議しておりますので、その結果について御報告を申し上げます。 

 まず、２月１２日に協議した結果を報告いたします。この日は、主に第１回定例議会の会期日

程の素案について検討しました。開会は３月４日、閉会は１９日とする案で内定しましたが、詳

細についての最終決定は一般質問の通告人数や常任委員会の開催予定日が不確定なことから、次

回の委員会に持ち越しました。 

 次に提出予定議案につきまして、執行部からこの時点で条例２１件、予算２３件、その他９件

の合計５３件があり、簡単な報告を受けております。 

 次に議長の諮問事項が４件ございましたので協議をいたしました。まず熊本県後期高齢者医療

広域連合議会議員の選挙について、市議会議員枠で今回八代市の議長交代による欠員が生じ、２

名の方が立候補され選挙が実施されることになりました。そこで選挙をいつにするのか協議をし

まして、開会日４日の最後に実施するということで決定をいたしました。 

 次に上天草市農業委員の推薦について協議をいたしました。議会へは前回の４名から２名減の

２名の推薦依頼があり、農業委員会事務局長から現状や意向の聞き取り調査をした結果、定例会

中に全員協議会で検討し、推薦をすることで決定をいたしました。 

 次に議員の期末手当削減に関する条例改正について協議し、今期定例会に議会運営委員会で議

員発議として議案を上程することにいたしました。お手元に配付のとおりでございます。 

 次に市の組織再編に伴う常任委員会の所管についてですが、事務局より説明を聞いて協議しま

したが、まだまだいろんな意見等を聞き検討を要するとのことで次回へ継続をすることにいたし

ました。 

 次に、２月２６日の報告をいたします。会期につきましては、本日３月４日が開会、提案理由

説明。５日は議案研究のため休会。６日は議案質疑及び委員会付託。７日から９日は休会。一般

質問を当初１０日から１２日までの三日間を予定しておりましたが、質問通告者が１０人で、

１１日は市内各中学校の卒業式もあり休会といたしました。１３日には建設常任委員会と文教

厚生常任委員会の２委員会の開催。１４日には総務常任委員会と農林水産常任委員会の２委員

会を開催し、１５日から１８日までは休会。１９日を最終日として委員長報告、採決、閉会と

することに決定をいたしました。 

 次に提案された５６件の議案及び請願、陳情等について付託委員会を含めて検討し、審議の結

果、全議案、本議会に上程することに決定いたしました。なお、諮問第１号及び発議第１号につ

いては委員会付託を省略し、本日本会議で議決するように決定いたしました。 

 次に継続審議としていた上天草市行政組織条例の一部を改正する条例が可決した場合に伴う常

任委員会の所管について、事務局より再度説明を聞いてその対応を協議いたしました。まず、企

業誘致課の所管部門ですが、現在の状況は総務常任委員会に属しており、１年後には再度委員会

の改変が必要となることから、この１年間は総務常任委員会の所管とすることで結論を見ました。

統括支所及び窓口センターの取り扱いについては、審議の結果、所管を総務常任委員会から文教
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厚生常任委員会へ移管することにいたしました。次に、農林水産課に所属する漁港関連ハード部

門が建設課に移管されることに伴い、この関係部門は建設常任委員会へ変更することとし、また

農林水産部の名称が経済振興部に変更されるということでございますが、議会の委員会名称は変

更せず、農林水産常任委員会のままで行くということで結論に達しました。 

 以上が委員会で審議した内容と結果ですが、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 最後に、議会運営委員会として閉会中の継続審査の申し出をすることを決定しましたことを御

報告申し上げまして委員長報告といたします。よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） ただいまの委員長報告どおり決定したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は委員長報告どおり１６日間と決定しました。 

                                             

 

   日程第３ 諸般の報告 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 日程第３、諸般の報告。 

    議事に入ります前に、御報告申し上げます。全国離島振興市町村議会議長会第２６回定期総

会と第９５回共済会代議員会に出席しましたので、その概要について御報告いたします。 

 全国離島振興市町村議会議長会第２６回定期総会は、東京都の全国町村議員会館で２月７日午

後３時から開催され、平成２０年度離島振興対策及び予算説明について国土交通省離島振興課の

福島課長から事業概要の講演が行われました。引き続き会長あいさつ等の開会行事の後議事に入

り、平成１９年７月から１２月までの会務報告がありました。次に平成１８年度決算と平成２０

年度事業計画及び予算について説明があり、審議の結果、全会一致で承認し、閉会をいたしまし

た。 

 次に第９５回共済会代議員会の概要について御報告いたします。代議員会は２月８日午後１時

３０分から東京都の都市センターホテルで開催され、会長あいさつの後、１９年６月から２０年

２月までの事務報告ならびに平成１９年度上半期経理状況及び監査結果について報告があり、そ

の後審議に入りました。現議案が１９年度事業計画及び予算案についてであり、審議の結果、異

議なく全会一致で可決決定し、閉会いたしました。 

 次に、平成１９年１１月から２０年１月分の例月出納検査結果報告書が提出されましたので、

議会事務局に保管してあります。必要な方は御閲覧願います。 

 以上、御報告申し上げます。 

 ここで、市長からの発言の申し出がありますのでこれを許可します。 

 市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（川端川端川端川端    祐樹君祐樹君祐樹君祐樹君）））） おはようございます。議長からお許しをいただきましたので、諸般 
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日程第４ 市長の施政方針説明 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 日程第４、市長の施政方針説明。 

 ここで市長から施政方針説明がありますので御清聴願います。 

 市長。 

○○○○市市市市長長長長（（（（川端川端川端川端    祐樹君祐樹君祐樹君祐樹君）））） 平成２０年３月定例市議会の開催に当たり、市政に対する所信を申し

上げます。    

 上天草市は合併して４年が経過しようとしています。この間、市政の大きな混乱もなく行政の

運営ができますことは、議員各位を初め市民の皆様方の御支援の賜物と深く感謝申し上げます。

昨年４月市長に就任し１０カ月が経過いたしました。市政運営の基本に再生と自立を掲げ、財政

危機を乗り越え未来志向で豊かな自治体を目指しながら、山積する行政課題の解決に取り組み、

市民生活の向上のため邁進してまいりました。 

 さて、地方公共団体を取り巻く環境はかつてないほどのスピードと規模で変革の波が押し寄せ、

当市においても地域間格差と地方分権の進展の中で新しい運営形態を模索し、市政運営する必要

性に迫られています。そのような中、投資は依然として財政再建が最重要課題であり、引き続き

リバイバルプラン、財政健全化計画を強力に推進し、行財政改革断行のもと未来に責任の持てる

自治体への基礎づくりを行います。 

 一方、平成２０年度より市政運営の軸足を経済振興にも振り向けます。年々人口が減少し、市

の活力が低下する過疎化の解消に向けて組織再編を実施し、当市の経済全般にわたる経済振興に

取り組みます。厳しい財政状況の中ではありますが、明るい未来、心豊かな生活が実感できる上

天草市を築くため、職員一丸となって市民の皆様の期待にこたえるよう取り組んでまいります。 

 高校再編につきましては、２００６年７月熊本県教育委員会の県立高校の再編整備計画第１次

素案、２００７年５月の第２次素案公表を受け、地域あるいはＰＴＡ等の諸団体において協議を

進めてきたものの、依然として地域住民からの反発は大きいものがあることから、今後は大矢野

高校及び松島商業高校の両校存続の方針で挑んでまいりたいと思います。これから両校存続に向

け関係団体と連携し、熊本県教育委員会に対し強く要望してまいります。市議会を初め市民の皆

様の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 

 次に各部門の振興方針について申し上げます。 

 まず総務部門でございます。今年度の組織再編としましては、農林水産部を経済振興部に改め、

企業誘致課を新設し、雇用の場と所得の向上につながる企業支援に取り組んでまいります。また、

市民環境部を市民生活部に改め、統括支所、窓口センター、出張所を総務部より移管し、市民が

利用しやすい迅速な事務処理体制の構築を図ってまいります。 

 税務の課税業務につきましては、平成２１年度に実施される固定資産評価基準の見直しに伴い、

本年度はその評価基準地調査を実施いたします。あわせて雑種地の評価基準見直しを実施し、固

定資産評価の適正化と均衡化を確保してまいります。徴収事務につきましては昨年に引き続き県

との相互派遣職員と併任徴収を行い、市税等の増収に取り組んでまいります。 
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 自治基本条例、仮称でございますが、の策定につきましては、本年度より職員による庁内協議

の上、学識経験者及び市民参加型による検討委員会を設立し策定に向け取り組んでまいります。 

 防災行政無線につきましては、昨年１２月に運用開始となりました。上天草市全域の家庭に個

別受信機が設置され、これまで不便を強いられておりました松島、姫戸地区が解消されました。

また、本年度は龍ヶ岳庁舎に防災行政無線デジタル操作卓を設置し、災害時の対応に備えてまい

ります。 

 また、安心安全な街づくりの取り組みとしましては、自主防災組織の結成をさらに進め、防災

意識の高揚に努めるとともに、通学路等の防犯灯の設置に取り組んでまいります。 

 人材育成では、本年度、熊本県へ研修生４人、内閣府へ研修生１人、東京財団の招聘による研

修生１人の若手職員６人を派遣し、職員研修の充実を図り、質の高い人材や専門分野に精通した

職員の育成に取り組み、職員のレベルアップを図ってまいります。 

 次に企画観光部門でございます。九州新幹線全線開業まであと３年となりました。官民一体と

なった地域振興協議会もそれぞれのテーマに沿って具体的な動きを取り始めています。今年度は

さらにこの動きを加速させていきます。Ｕターン、Ｊターン、Ｉターンの皆様がこの上天草へ来

ていただけるような仕組み、組織をつくってまいります。ホームページに体験談を掲載していた

だいた皆様方とともに、仮称ですが上天草市移住者会をつくってみたいと考えています。そこで

は大いに上天草市を自慢してもらい、外へ向けて情報発信してまいります。 

 大矢野地区のバス運行につきましては、本年１０月をめどに大きく見直します。大矢野地区の

バス運行は開業以来、ＪＲ三角駅との連絡を目的に運行してまいりました。しかし自家用車の普

及により、今のバス利用者の形態はかわってきています。公共交通機関としてのバスのあり方を

考えるとき、市内の循環運行に方向転換することが利用者へのサービス向上につながるものと考

えます。すべての路線がさんぱーるをターミナルとすることにより、市内循環バス、三角駅方面

へのシャトルバスという県内のほかの地域でも類のない形態に再編いたします。今後、経路や運

行回数、運賃の詰めをしながら、より利用しやすいバスの運行へ再編してまいります。 

 １３地区のまちづくりにつきましては引き続き推進してまいります。本年度はほぼ全地区にお

いて事業に取りかかれるものと思われます。 

 情報化推進につきましては、庁内機器のリプレースを円滑に行い、事務効率化に努めてまいり

ます。 

 また、学童安心安全システムにつきましては今年度も引き続き実施してまいります。 

 観光振興につきましては、雇用の創出や消費拡大など地域産業への経済的波及効果も大きいこ

とから、観光協会や旅館組合など関係団体と連携をとりながら振興を図ってまいります。また、

上天草市全体の観光物産の宣伝や観光客の誘致等を推進するため、仮称ではありますが、上天草

市観光物産協会を設置したいと考えています。 

 商工業の振興につきましても、関係機関や地元商工会と密接な連携のもと、商工業の振興に取

り組んでまいります。特に中小企業者に対し経営基盤の安定と育成のため、中小企業短期融資や
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利子補給事業などの制度資金は引き続き実施いたします。また、雇用の確保につきましては企業

誘致課と連携を図りながら、求職活動をされる皆様方の利便性と情報提供などの支援コーナーの

設置を考えています。 

 海運業の振興につきましては、燃料の高騰など厳しい環境にありますが、船主組合や海運組合

と協議連携の上、振興を図ってまいります。 

 次に市民環境部門でございます。市民窓口業務につきましては、住民票、戸籍等の証明書の交

付、国民年金の支給申請、市民税等各種の税、水道料金などの収納事務、交通安全の推進や相談

事項への対応など、住民サービスの向上を図り、迅速かつ的確な事務処理により質の高いサービ

スを提供できるよう取り組んでまいります。昨年から電話予約による時間外での証明書等の交付

につきましても実施中でございます。今後もこのようなサービスの拡充とあわせ、１カ所の窓口

で必要な要件が済まされるワンストップサービスの実現に向け取り組んでまいります。 

 男女共同参画社会の推進につきましては、昨年、基本構想から行動計画ができあがりましたの

で、本年度は条例の制定、男女平等参画宣言都市の記念大会を開催して意識の啓発活動を積極的

に行い、より一層の意識改革の促進を図ってまいります。 

 環境衛生業務につきましては、今後も地域の豊かな自然景観を保全し、環境衛生対策や一般廃

棄物及び家庭排水の適正な処理対策を充実させ、生活環境保全を確保するとともに、河川、海域

など公共用水域の汚染防止に努めてまいります。推進に当たっては、行政区、各種団体などと連

携した不法投棄の監視を強化し、クリーン作戦などボランティア活動の支援を受けて対処してま

いります。 

 廃棄物発生抑制対策につきましては、ごみの減量化対策と資源の有効利用が必要となっており

ます。ごみの減量化対策につきましては、ごみ減量数値を設け啓発に努めてまいります。また、

生ごみ処理機購入についても引き続き補助金の交付を行ってまいります。ごみの資源化につきま

しては、市内全域での分別収集の適正化を図り推進を強化してまいります。一般廃棄物し尿処理

体制は、天草広域連合、上天草衛生施設組合、民間処理施設によって対応してまいります。各地

域の家庭雑排水の処理対策としましては、小型合併浄化槽設置の普及促進、ＥＭ有用微生物群を

活用した生活環境改善対策に本年度も取り組んでまいります。 

 地球温暖化防止対策につきましては、平成１９年度を規準年度としまして平成２３年度までの

５カ年を計画期間とし、市庁舎などを対象にした実施計画に基づき、温室効果ガス総排出量の削

減に取り組んでいきます。 

 次に健康福祉部門でございます。保健事業につきましては、すべての市民が健康で心豊かに暮

らせるような環境づくり、健康づくりを目指してまいります。そのためには妊婦健診の充実強化

と次代を担う子どもたちの乳幼児からの健康づくりと、青年期から健康意識の啓発、予防接種な

どの受診率の向上に取り組んでまいります。なお、本年度から生活習慣病及びメタボリック症候

群などの予防を目的に特定健診、特定保健指導が義務化されたことに伴い、受診率、保健指導率

の向上に努めてまいります。また、食は健康づくりの基盤となることから、食育施策の一層の充
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実と、健康増進としましてスパ・タラソ天草と連携し、水中運動を利用した１８歳以上の市民を

対象にパワーアップアクア、メタボリック予備軍を対象とした、タラソで若返り教室をさらに拡

大してまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、急速な少子高齢受給者の進行などに伴い、医療費は年々増

加し、保険税収は伸び悩み、国保財政は厳しい状況にあります。このため、各部署と連携し、広

く健康の維持増進と徴収率向上の強化に努め、医療費の抑制及び安定した自主財源を確保し、健

全な運営を目指してまいります。また、平成２０年４月から７５歳以上すべてを対象として後期

高齢者医療制度が創設されます。この制度は熊本県内すべての市町村が加入する熊本県広域連合

が運営するため、安定した財政運営がなされ、市の負担割合も一定の軽減が図られるものと期待

しているところです。今後とも医療費の適正化計画と特定健康診査実施計画に基づき、徹底した

医療費の抑制と健康づくりに取り組んでまいります。 

 障害福祉につきましては、障害者自立支援法の推進を図り、自立に向けた支援などを行い、障

害を持つ人及び介護者が抱える問題を市民全体の問題として共有し、ともに生きる社会づくりに

取り組んでまいります。 

 児童福祉につきましては、日本全国において少子化が進行し続け、社会や経済に深刻な影響を

与えることが懸念される中、上天草市では少子化対策として次世代育成支援行動計画を策定し、

子育てと仕事の両立支援を重点課題として取り組んでまいります。今なお子どもを取り巻く環境

や育児に対する不安など、さまざまな問題が出てきている現状で、未来を担う子どもたちが心身

ともに豊かで健やかに育つことを第一に考え、働きながら子育てをしている人が安心して子育て

ができるように子育て支援を推進してまいります。 

 介護保険事業につきましては、高齢者が住みなれた地域で安心して生活していくためには、高

齢者をその家族や近隣住民が支え合う地域づくりが必要です。このような地域づくりを支援する

ため、市内全域を網羅する地域包括支援センターに３カ所のサブセンターを設置しています。こ

のセンターを中心に行政はもとより地域の民生委員や行政区長、自治公民館関係者、各種福祉機

関、関係機関や医療機関などが密接な連携を図ることで、地域の高齢者の介護予防マネジメント

の適正な実施や実態の把握による総合的な相談支援事業などを推進し、予防対策から介護サービ

ス、医療サービスまでさまざまなサービスを高齢者の状態の変化に応じて切れ目なく提供する地

域ケア体制の充実を図ります。介護予防の効果を上げるためには、要介護、要支援状態になるお

それのある特定高齢者を早期に把握する必要があり、平成２０年度から各種健診等の連携により

生活機能評価を推進してまいります。 

 次に経済振興部門でございます。本年度より企業誘致課を新設し、農林水産部を経済振興部に

改めたいと思います。企業誘致につきましては、平成１８年度に１企業が大矢野町に進出してお

ります。現在、市内企業６社で誘致企業連絡協議会をつくり、定期的な協議の場を設け情報交換

などを行っております。誘致企業につきましては企業からの問い合わせなどもあり、実現に向け

た取り組みを行っておりますが、さらに新たな雇用の場を創出し、所得の向上を図り、市民の皆
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様が豊かさを実感していただくために企業のみならず人、物、イベントなどの誘致活動を行うと

ともに市内事業者との連携も図りながら積極的に誘致活動を行い、経済の振興を図ってまいりま

す。 

 農林水産業につきましては、１次産業は高齢化、担い手、後継者の減少、耕作放棄地の増、集

落機能の低下、また最近の原油価格の高騰は農林水産業の経営に大きな影響を与えています。こ

のような中、本市の１次産業をいかに安定させ所得向上につなげるか、行政の役割が大きく求め

られています。農業振興として、耐候性ハウスの整備推進により高品質、高生産を図り、特産奨

励品目として花卉、野菜、果樹等の振興を図ります。また昨年から夏場対策として、夏野菜のエ

ンサイ、白ニガウリ等の作付に取り組んでいます。消費者の皆様に広く愛されて農家の所得安定

につなげたいと計画しています。 

 上天草物産館さんぱーるは順調に販売を伸ばし、本市農林水産物の情報発信並びに市民が安心

して利用できる台所としての地位を確立しつつあります。特に水産物の売上が好調でありますが、

さらに出荷者、品種をふやし、農林水産業の所得向上を図り、消費者に安心、安全をお届けいた

します。 

 畜産振興につきましては、酪農、黒毛和牛、天草大王、梅肉ポークの市場ブランド化を進め、

消費拡大に努めてまいります。 

 農道整備につきましては、県営上島中央広域農道が平成２２年３月に竣工予定です。大矢野北

部広域農道は用地買収を一部残していますが、早期供用開始に向けて努力してまいります。 

 土地基盤整備につきましては、県営荒木浜基盤整備事業を昨年度に引き続き整備し、さらに新

たな地区の着工に向けて計画を進め、農地、水、環境保全活動支援事業による農業施設の維持管

理、環境にやさしい農業など、集落の皆様とともに取り組んでまいります。 

 森林整備は地球温暖化防止の有効な手だてであり、その役割はますます大きくなりつつあり、

森林組合との連携により森林整備に努めてまいります。本市の松林は観光資源であり、天草五橋

国道沿線、千厳山及び龍ヶ岳山頂等のマツクイムシ防除事業は、補助を受け昨年に引き続き実施

してまいります。 

 イノシシの被害は年々増加傾向にあります。昨年１２月、国の施策として鳥獣被害防止特別措

置法が成立しました。権限を県から市町村に移譲し、より効率的でスピーディーな対策が求めら

れいます。本市も地元猟友会と連携をとり、駆除を実施してまいります。また集落単位及び認定

農業者を対象に電さく設置の助成をしてまいります。 

 水産振興につきましては、姫戸漁業区域に並型魚礁を設置し、漁場の環境整備に努め、市内一

円にタイ、ヒラメ、クルマエビ、ガザミの稚魚を放流します。市単独ではタコツボ、イカ産卵か

ご投入、アサリ稚魚放流など資源確保に取り組んでまいります。また情報の共有化、技術向上、

ブランドづくりにＪＡ、漁協、森林組合、酪農組合とチームをつくり活動しています。近郊都市

住民との交流、グリーンツーリズムを積極的に推進しながら、安心、安全、地産地消、市場拡大、

ブランド確立に向けて努力してまいります。 
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 地籍調査につきましては、大矢野町維和地区の蔵々、千束を実施いたします。面積で１.５８

キロメートル、１２字、筆数で１,４００筆の計画をいたしております。なお地籍調査の成果は

各分野で利活用が期待されますので、平成２２年度完了に向けて取り組んでまいります。 

 次に建設部門でございます。道路事業につきましては、交通機能充実のため交付金事業で２路

線、統合補助事業で２路線、起債事業で１２路線の改良事業を推進してまいります。また維持補

修工事、舗装の修繕対策は臨機応変に対応してまいります。 

 港湾事業につきましては、引き続き江樋戸港と樋島港２港の整備を推進してまいります。漁港

事業につきましては湯島、野釜、干切、大道漁港を継続して整備いたします。防災対策として下

貫漁港海岸整備保全事業を実施し、本年度完了いたします。 

 公園事業につきましては、隣接するスパ・タラソ天草との一体的な利用促進を図るためにカン

トリーパークの維持管理に努めてまいります。 

 住宅事業につきましては、市営住宅ストック総合計画により計画的に整備を進めてまいります。

また責任ある環境基盤づくりの基礎となります、都市計画区域指定のための対策を進めてまいり

ます。域内３０分構想、地域経済の活性化を図る上で、国道２６６号の整備は重要であると認識

しております。整備中区域の早期完成と未着工区間の菩薩峠二間戸地区の早期着工につきまして

は、天草地域国県道路整備促進期成会と連携し、強く要望してまいります。また、国道改築事業

姫浦工区と、合併施行に実施中の永目地区都市機能用地埋め立て事業を推進してまいります。さ

らに高戸バイパス脇浦地区の事業促進のため、移転用地造成を推進してまいります。熊本天草幹

線道路三角大矢野間の早期完成のため、熊本天草幹線道路整備促進期成会と連携し、強く要望し

てまいります。 

 下水道につきましては、継続して阿村地区の整備を推進し、住環境の向上、公共用水域の保全

に努め、観光都市としての基盤整備を進めてまいります。また、阿村地区の整備は本年度をもっ

て完了いたします。 

 次に教育部門でございます。学校教育につきましては教育基本方針のもと、健やかな心身の育

成と学力の充実に努め、心豊かでたくましい児童生徒を育成するという努力目標に向かって取り

組んでまいります。最近の学校を取り巻く環境は児童生徒の減少とともに、登下校時の安全確保、

不登校問題、食の安全性、施設の老朽化など多くの課題と直面しており、これらは重要事項とし

て今後も取り組んでまいります。中でも不登校対策に関しましては、その原因が家庭環境に起因

することが多いことから、今年度も関係課との連携を図りながら相談員の設置、電話相談等を活

用し、解決を図ります。また、読書活動は子どもたちが言葉を学び、感性を磨きながら表現力や

想像力豊かなものにし、道徳力を高め、生きる力を身につけていく上で大変重要なものでありま

す。読書活動の機会をより多く持ってもらうよう、今年度も図書の充実に努めてまいります。 

 学校規模適正化につきましては、昨年７月に学校規模適正化審議会から答申を受けましたので、

教育委員会ではその答申を尊重しつつ、学校規模適正化計画を策定いたしました。今年度からそ

の実施に向けて地域説明会を開催し、計画の推進を図ってまいります。 
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 社会教育関係につきましては、生涯学習では平成２０年度から公民館組織を見直し、中央公民

館が各種講座などを開催するとともに、市民一人一人が家庭や地域で自分に合った方法と手段に

より学習できる生涯学習環境の整備を図り、多様化する市民ニーズにこたえてまいります。学習

情報の提供は、広報紙、生涯学習ページを中心に実施いたします。 

 図書館業務の見直しを行い、現在大矢野地区で実施しています移動図書館を４地域全体へ配本

形式により実施いたします。また蔵書の充実を図り、ボランティアによる読み聞かせなども行っ

てまいります。将来を担う青少年の健全育成を図るため、青少年育成市民大会の開催、市内一斉

街頭指導等を行う担当指導員を配置し、婦人会、青年団、子ども会などの社会教育団体の活動の

支援を行います。また、学校、ＰＴＡ連携のもと、家庭教育の充実に努めてまいります。 

 文化振興の充実を図るため、自主文化事業へ市民が積極的に参加できるよう周知をし、文化施

設を効率的に利用促進することにより、文化に対する関心と意欲の高揚に努めてまいります。 

 スポーツ振興につきましては、スポーツ施設も第２の観光資源として位置づけ、関係各課と連

携し、各種のスポーツ合宿を誘致して地域産業の活性化に努めてまいります。平成１９年度に実

施いたしました大矢野総合スポーツ公園グラウンド改修は平成２０年度で完了予定です。また、

体育協会を初め各種団体との協力体制のもと、市民がスポーツを生活の一部として楽しむスポー

ツ文化の振興を目指してまいります。 

 次に水道事業でございます。水道料金につきましては、第１回料金改定で平成１８年１月から

姫戸、龍ヶ岳地区の基本料金、超過料金の統一と、松島地区の超過料金単価の統一を実施したと

ころであります。また平成１９年１月には湯島地区の料金改定を実施してまいりました。今後の

水道料金の改定につきましては、水道運営審議会において十分なる審議をいただきまして、市内

全地区の料金統一に向けて取り組んでまいります。また、大矢野町湯島地区の上水施設は昭和

４４年の運用で老朽化が進んでおります。地域住民の飲料水の安全、安定供給のために上水施

設、ろ過施設及び導配水管の布設がえ工事を実施してまいります。 

 松島町倉江地区の配水池建設に伴います管理道路・配水地用地造成と送配水管の布設がえの工

事を実施してまいります。大矢野町、龍ヶ岳町につきましては、老朽管の布設がえ工事を実施い

たします。また市内に水道水の未普及地域がありますので、その早期解消のため工事などを予定

しております。 

 続きまして市全般の財政状況について申し上げます。 

 初めに地方財政の指針である地方財政計画の概要ですが、平成２０年度暫定的に措置されまし

た地方再生対策費の影響で、６年ぶり０.３％の増加に転じています。しかし小泉内閣からの閣

議決定事項でもある骨太方針２００６の堅持は依然として継続しており、給与関係経費や当市単

独事業などの削減が進められ、同対策費を除けば実質０.２％減となっています。また結果的に

地方再生対策費の導入により、地方交付税の増額など地方財源の充実がなされた状況ではありま

すが、この増額に対する財源措置は平成１９年度から２１年度までの交付税特別会計への償還を

２２年度以降に繰り延べて捻出されたものであります。これにあわせて償還期間の見直しが行わ
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れていないことを考慮しますと、このしわ寄せは後度に発生することを意味しており、地方財政

を取り巻く環境は依然として厳しい状況となっています。さらに第２次地方分権改革が３年後を

めどに進められ、財政健全化法の改正に伴う新財政指標の追加、新公会計による福祉簿記の導入

など、国が目標とする新たな挑戦の１０年としての改革がこれまで以上に加速されつつあります。 

 このような状況の中で、本市の財政運営は、歳入において平成１９年度から本格的に税源移譲

がなされたものの、近況の経済低迷のあおりを受けて地方税が伸び悩み、依然として地方交付税

等の依存財源頼りの歳入構造となっています。 

 一方、歳出においては、地方分権等により責任が拡大するのとあわせて経費も増大する中、社

会保障経費の影響で義務的経費が増加するなど財政の弾力性が失われつつある状況となっていま

す。ただし、財政運営を圧迫し、さらには財政指標を悪化させている一番の問題点である公債費

においては、平成１９年度から２１年度までの暫定的な措置である政府資金の繰り上げ償還を積

極的に活用し、加えて平成１９年度においては民間資金の繰り上げ償還も実施することから、普

通会計、下水道事業を含めて平成２２年度までの評価額累計が4億6,000万円と削減効果を生み出

し、確実に負担は軽減されていきます。今後においては、削減効果を確実にするためにも繰り上

げ償還を確実に実施し、投資的経費の選択と集中のもと、地方債発行を元金償還以下に抑制する

など公債費の負担軽減に努めてまいります。 

 続いて各予算の概要について御説明いたしますが、後日予算審議の折、各担当課長から詳細な

説明をいたしますので、私からは重複を避けるため、大まかに説明を申し上げます。 

 一般会計の歳入歳出予算は145億4,100万円、前年度に比べて２.８％、4億2,500万円の減とな

りました。歳入のうち自主財源は前年度に比べ０.９％の減で、歳入に占める割合は２０.１％と

なっております。内訳は市税が主で１６.３％を占めており、前年度に比べ１.２％の増となって

おります。依存財源は前年度に比べ０.２％の増で、歳入に占める割合は７８.３％と高い水準に

なっております。内訳は地方交付税が73億5,000万円で、歳入に占める割合は５０.５％と歳入予

算の中で最も大きな割合を占めています。市債は前年度に比べ５.４％、6,130万円の減となり、

歳入に占める割合は７.４％で10億7,200万円を計上いたしました。その他繰入金につきましては

３４.９％の減とし、姫戸地区土地造成基金、地域福祉基金など、各々目的基金から繰り入れま

した。繰越金については計上いたしておりません。 

 次に歳出予算について申し上げます。まず性質別経費の状況から申し上げますと、投資的経費

は93億7,953万6,000円で、前年度に比べ０.６％、5,899万5,000円の減、歳出に占める割合は

６４.５％となっています。内訳の主なものとしては、人件費は前年度に比べ８.０％の減、歳出

に占める割合は２２.９％。物件費は前年度に比べ１０.５％の減。歳出に占める割合は７.５％。

扶助費は前年度に比べ０.４％の増、歳出に占める割合は１６.０％。補助費等は前年度に比べ

１４.８％の増、歳出に占める割合は１６.６％となりました。 

 投資的経費は15億5,048万4,000円で、前年度に比べ１.３％の増、歳出に占める割合は１０.７％

となっています。内訳は普通建設事業のうち補助事業は前年度に比べ２７.９％の増、歳出に占
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める割合は７.２％になっています。単独事業はＡＤＳＬ環境整備事業、ＩＣカード標準システ

ム構築事業等の減少により、前年度に比べ２４.８％の減、歳出に占める割合は２.４％となりま

した。 

 公債費は前年度に比べ２.５％の減、歳出に占める割合は１６.５％となりました。 

 繰り出し金は老人保健医療特別会計繰り出し金等の減少により、前年度に比べ２０.９％の減、

歳出に占める割合は８.２％となっております。 

 各会計の歳入歳出予算の総額は次のとおり計上いたしました。 

 一般会計予算145億4,100万円、前年度比4億2,500万円、２.８％の減。国民健康保険特別会計

予算事業勘定51億1,087万5,000円、前年度比57万円、０.０％の減。老人保健医療特別会計予算7

億441万8,000円、前年度比49億9,842万2,000円、８７.６％の減。診療所特別会計5,821万6,000

円、前年度比562万2,000円、８.８％の減。国民健康保険特別会計予算直営診療施設勘定6,644万

8,000円、前年度比111万6,000円、１.７％の減。介護保険特別会計予算27億8,020万5,000円、前

年度比1億1,386万1,000円、３.９％の減。斎場特別会計予算1,150万7,000円、前年度比77万

6,000円、６.３％の減。天草四郎メモリアルホール特別会計予算3,526万2,000円、前年度比693

万5,000円、１６.４％の減。公共下水道事業特別会計予算4億6,133万1,000円、前年度比7,396万

9,000円、１３.８％の減。物揚場造成事業特別会計予算1,670万8,000円、前年度同額。地域開発

事業特別会計予算711万円、前年度比378万6,000円、３４.７％の減。後期高齢者医療特別会計予

算3億8,309万5,000円、皆増です。 

 以上、一般会計並びに特別会計予算総額は241億7,617万5,000円となり、前年度に比べ52億

4,692万2,000円、１７.８％減の予算編成となりました。 

 次に、水道事業会計予算、収益的収支は9億2,840万1,000円。上天草総合病院事業会計予算、

収益的収支は33億7,115万2,000円となりました。 

 限られた財源のもとで多様化する行政需要に対応するため、予算の執行に当たっては経費支出

の効率化に徹し、市政の発展と市民の福祉向上のため全力を傾注してまいりたいと思います。 

 以上、２０年３月の定例市議会に当たりまして所信の一端を申し上げましたが、御承知のとお

り、地方の財政状況の厳しさは解消の見通しが立たない情勢ですが、リバイバルプラン、財政健

全化計画に沿って強力に財政健全化に向けて一層の行財政改革に努め、市政運営に取り組んでま

いる覚悟でございます。市議会を初め、市民の皆様の一層の御理解と御協力をお願い申し上げま

して施政方針説明とさせていただきます。 

 なお、病院事業につきましては病院事業管理者から申し上げます。    

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 病院長。 

○○○○病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者（（（（樋口樋口樋口樋口    定信君定信君定信君定信君）））） おはようございます。病院事業管理者としての所信の説明

を申し上げます。 

 上天草総合病院は平成１９年４月より地方公営企業法の全部適用移行後も、さらなる経営改善

に努めているところでございます。平成１９年５月に整形外科医師の確保に伴い、外来患者数、
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入院患者数の増加により、外来、入院収益ともに好調に推移している状況でございます。平成

１８年度末には赤字額も約900万円と、収支均衡もあと１歩のところまでたどりつき、不良債務

も3,500万円ほど解消することができました。平成１９年度決算見込みでも収支が大幅に好転し

まして、平成２年以来の黒字決算を迎えることができそうでございます。これも龍ヶ岳地区住民

の皆様を初め、上天草市全市民の御支援の賜物であり、感謝申し上げます。 

 また、念願でございました病院新築時の高利率の企業債を公的資金補償金免除、繰り上げ償還

によりまして今議会後に借りかえができることとなり、補正予算で７.３％の企業債分3億4,060

万円の増額をお願いしているところでございます。これにより一層の経営改善にはずみがつくこ

とと思っております。今後も職員全員、気が緩むことなく経営改善を図ってまいります。 

 平成２０年度は経営改善の一貫といたしまして、平成１３年度に導入いたしましたオーダリン

グシステムの入れかえ計画により、建設改良費を大幅増額いたしまして1億2,476万4,000円予算

化しております。これはレセプト電算化に伴うものでございますが、診療報酬の請求漏れ、検査

等の迅速化を図り、患者様の待ち時間の短縮にも貢献するものと期待しております。 

 それと先ほどの借款債の６.６％分の14億4,980万円分余りを当初予算に組み込んでおります。

予算の詳細につきましては後で事務長より御説明申し上げます。 

 御承知のとおり、地方の自治体病院では大学での医局員不足による医師の引き上げ問題、都市

部への医師の偏在により医師確保に苦慮しているところでございます。当院におきましても地域

医療の確保のため、大学医局、人材紹介会社等へ依頼しまして医師確保に努めてまいります。 

 病院の基本理念であります信頼される地域医療のとおり、安心、安全を目指し、ゆとりある診

療が行えるよう診療体制を充実させ、市民の健康、安心を守るように努めてまいります。 

 以上で所信の説明を終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） ここで１０分間休憩いたします。 

休憩  午前１０時５３分 

                                             

再開  午前１１時０６分 

 

   議案第 １号 上天草市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第 ２号 上天草市市長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

   議案第 ３号 上天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

   議案第 ４号 上天草市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

   議案第 ５号 上天草市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
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   議案第 ６号 上天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正

する条例の制定について 

   議案第 ７号 上天草市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

   議案第 ８号 上天草市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 

   議案第 ９号 上天草市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１０号 上天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１１号 上天草市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１２号 上天草市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

   議案第１３号 上天草市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１４号 上天草市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１５号 上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び上天草市浄化槽に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１６号 上天草市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化

に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の制定に

ついて 

   議案第１７号 上天草市農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

   議案第１８号 上天草市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１９号 上天草市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第２０号 上天草市図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第２１号 上天草市立上天草総合病院職員の特殊勤務手当の支給に関する条例を廃止

する条例の制定について 

   議案第２２号 上天草市病事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

   議案第２３号 平成１９年度上天草市一般会計補正予算（第３号） 

   議案第２４号 平成１９年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３

号） 

   議案第２５号 平成１９年度上天草市老人保健医療特別会計補正予算（第２号） 

   議案第２６号 平成１９年度上天草市診療所特別会計補正予算（第３号） 

   議案第２７号 平成１９年度上天草市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）補正予

算（第３号） 

   議案第２８号 平成１９年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

   議案第２９号 平成１９年度上天草市天草四郎メモリアルホール特別会計補正予算（第３

号） 
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   議案第３０号 平成１９年度上天草市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第３１号 平成１９年度上天草市立上天草総合病院事業会計補正予算（第２号） 

   議案第３２号 平成２０年度上天草市一般会計予算 

   議案第３３号 平成２０年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

   議案第３４号 平成２０年度上天草市老人保健医療特別会計予算 

   議案第３５号 平成２０年度上天草市診療所特別会計予算 

   議案第３６号 平成２０年度上天草市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）予算 

   議案第３７号 平成２０年度上天草市介護保険特別会計予算 

   議案第３８号 平成２０年度上天草市斎場特別会計予算 

   議案第３９号 平成２０年度上天草市天草四郎メモリアルホール特別会計予算 

   議案第４０号 平成２０年度上天草市公共下水道事業特別会計予算 

   議案第４１号 平成２０年度上天草市物揚場造成事業特別会計予算 

   議案第４２号 平成２０年度上天草市地域開発事業特別会計予算 

   議案第４３号 平成２０年度上天草市後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第４４号 平成２０年度上天草市水道事業会計予算 

   議案第４５号 平成２０年度上天草市立上天草総合病院事業会計予算 

   議案第４６号 天草広域連合の処理する事務の変更及び規約の一部変更について 

   議案第４７号 あらたに生じた土地の確認について 

   議案第４８号 字の区域の変更について 

   議案第４９号 あらたに生じた土地の確認について 

   議案第５０号 字の区域の変更について 

   議案第５１号 湯島辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

   議案第５２号 星平辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

   議案第５３号 和解及び損害賠償の額の決定について 

   議案第５４号 市道路線の認定について 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 日程第５、議案第１号から日程第５８、議案第５４号までの以上５４件を一括議題といたしま

す。 

 議案第１号から、順次提案理由の説明を求めます。 

 市長。    

○○○○市長市長市長市長（（（（川端川端川端川端    祐樹君祐樹君祐樹君祐樹君）））） 提案理由の説明でございますが、平成２０年第１回上天草市議会定例

会に提案いたします議案につきまして、その概要を御説明いたします。 

 今定例会には、上天草市行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてなど条例議案２２

件、平成１９年度上天草市一般会計補正予算第３号など予算議案２３件、天草広域連合の処理す

る事務の変更及び規約の一部変更についてなど議決議案９件、人権擁護委員の候補者の推薦につ
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き意見を求めることについての諮問議案１件の計５５議案を提出いたします。各議案の内容につ

きましては、所管部長から御説明いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） まず、議案第１号から議案第１０号まで、総務部長。 

○○○○総務部長総務部長総務部長総務部長（（（（川本川本川本川本    一夫君一夫君一夫君一夫君）））） それでは議案の第１ページをお願いいたします。 

 議案第１号、上天草市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。

説明資料の１ページをお願いいたします。 

 第１条中、農林水産部を経済振興部に、市民環境部を市民生活部に改めます。 

 次に第２条、総務部の項第１５号を広聴及び及び広報に関することに改めます。 

 次に、説明資料の２から３ページをお願いいたします。同じく第２条、企画観光部の項中第

３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から１１号までを１号ずつ繰り上げます。 

 同じく第２条、農林水産部の項中、農林水産部を経済振興部に改め、同項に次の２号を加え

ます。第５号、企業誘致及び誘致企業に関すること。第６号、地域雇用の創出及び雇用対策に

関することでございます。同じく第２条、建設部の項第９号の次に、次の１号を加えます。第

１０号といたしまして、漁港に関することでございます。同じく第２条、市民環境部の項中、

市民環境部を市民生活部に改め、説明資料の３ページの同項第８号中、松島のを削ります。 

 この条例は平成２０年４月１日より施行します。なお、以下施行予定日はすべて同日であり

ますので、以下省略させていただきたいと思っております。 

 本提案の理由は、行政組織の再編に伴い、関係規定を整備する必要があります。これがこの

議案を提出する理由でございます。 

 次に議案の２ページをお願いいたします。議案第２号、上天草市市長等の期末手当の特例に

関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。説明資料の４ページをお願

いいたします。 

 第３条中、１００分の５を次の表に定める給料表の職務の級に応じた割合に改め、次の表を

加えます。一般職給料表の１級及び２級を１００分の６、３級及び４級を１００分の８、５級

を１００分の１０、６級を１００分の１７、７級を１００分の２０とし、医療職の１級を１０

０分の６、２級及び３級を１００分の８、４級及び５級を１００分の１０といたします。 

 次に、第４条中１００分の５を同じく次の表に定める給料表の職務の級に応じた割合に改め、

次の表を加えます。技能労務職給料表１級及び２級を１００分の６、３級及び４級を１００分

の８、５級を１００分の１０とします。 

 提案の理由は、上天草市の厳しい財政状況の緩和を図るため、一般職及び技能労務職の期末

手当を減額する必要がございます。これがこの議案を提出する理由でございます。 

 次に議案の４ページをお願いいたします。議案第３号、上天草市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。説明資料の５ページをお願

いいたします。 

 以下お願いがございますが、大幅な改正とか新たに設けられた内容につきましては、主要な
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部分の説明とあわせて括弧書きを省略してよろしいでしょうか、お伺いですけれども。（「異

議なし」と呼ぶ者あり）はい、それではお願いいたします。 

 それでは、第２条第１項の次に第２項を加えます。育児休業等に関する法律第１０条第３項

の規定によりまして、承認を受けた職員の１時間当たりの勤務時間は、内容に従い任命権者が

定めます。同条第２項中２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を、第２８

条の４第１項もしくは同条の５第１項または同条の６第１項もしくは第２項の規定により、採

用された職員で同条の５第１項に規定する短時間の職に占める者に、また、前項を第１項に改

めます。 

 次に第４項、育児休業等に関する法律第１８条の規定によりまして採用された職員は、第１

項の規定にかかわらず４週間を超えない期間につき、１週間３２時間までの範囲で任命権者が

定めます。 

 次に第３条中の第２項を、前各項に改め、同項を同条第５項とします。 

 次に、説明資料の５ページの一番下のほうから６ページにかけてお願いいたします。第３条

第１項のただし書きを次のように改めます。育児短時間勤務等の内容に従い、月曜から金曜ま

での５日間において週休日を設け、再任用短時間勤務職員は日曜、土曜に加え、月曜から金曜

までの５日間週休日をもうけることができます。 

 次に第３条のただし書きを次のように改めます。育児短時間勤務職員は１週間ごとの期間に

おきまして、内容に従い、これの日に加え月曜から金曜までの５日間、週休日を設け、再任用

短時間勤務職員は１週間ごとの期間で、１日に８時間を超えない範囲で割り振ります。 

 次に第４条１項中、割り振りと書いてあるのを割振り、漢字の訂正だけでございますが改め、

同条第２項を次のように改めます。前項の規定によりまして割振りを定める場合は規則で定め

ます。４週間後との期間につき、８日の週休日を設けます。ただし特殊性または当該公署の特

殊の必要により、４週間ごとの期間につき８日の週休を設けることは困難である職員は市長と

協議いたしまして４週間を超えない期間につき、１週間当たり１日以上の割合で週休日を設け

る場合はこの限りではございません。 

 次に第８条の第１項のただし書きを加えます。育児短時間勤務職員等であり、公務に著しい

支障が生じると認められる場合につき、規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務を命ずる

ことができるといたします。 

 次に説明資料の７ページをお願いいたします。 

 第８条第２項に次のただし書きを加えます。育児短時間勤務職員等であり、公務に支障が生

ずると認められた場合は、規則で定める場合に限り勤務時間以外の勤務を命ずることができる

といたします。次に第１３条第１項第１号中の２０日に次の育児短時間勤務職員等及びを加え

ます。 

 提案の理由は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行にしたが

い、関係規定を整備する必要がございます。これがこの議案を提出する理由でございます。 
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 次に、議案の７ページをお願いいたします。議案第４号、上天草市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。説明資料の８から９ページでご

ざいます。 

 第１条中、第６条の２、第７条並びに９条第１項第２項を、第７条、８条、１０条、第１項

より２項、第１４条、１７条、１８条第３項並びに第１９条第１項及び２項に改めます。 

 次に、２条第４号中第４条または５条を、第４条の第１項または第２項に改め、同条６号中

のほかの次に、職員がを加えます。職員以外を当該職員以外に改めます。 

 次に第３条中第２条第１項の次にただし書きを加え、同条第１号中または出産したことによ

りを、もしくは出産したことによりに改め、該当したことによりの次に、当該育児休業の承認

がを加え、同条第３号を削ります。 

 次に、説明資料の９ページをお願いいたします。第３号でございます。 

 休業中の職員が負傷をして、または身体上、精神上の障害により係る子を養育することがで

きない状態が相当期間継続することが見込まれ、取り消されました後はその後に養育すること

ができる状態に回復したこと。次に第４号でございます。終了後におきまして職員の配偶者が

３カ月以上の期間にわたり規則で定める方法により養育したこととし、第４号を第５号としま

す。 

 次に、第５条第１号中、育児休業に係る職員を、を職員が育児休業により養育している子を

当該職員に改めます。 

 次に説明資料の１０ページをお願いいたします。第６条の見出しを育児休業に、これは括弧

書きでございます。育児休業に伴う任期つき採用に係る任期の更新に改めます。 

 次に、第７条の見出しを育児休業をしている職員の期末手当等の支給に、に改めまして、同

条第１項中第１９号を２９条に、３カ月を６カ月に、基準日が１２月１日であるときは６カ月

以内を削ります。同条第２項中第２０条を第３２条に改めます。また、８条の見出しを育児休

業をした職員の職務復帰後における号級の調整に改め、同条を職務に復帰した場合ほかの職員

との均衡上必要があると認められるときは期間を１００分の１００以下に換算して得た期間を

引き続き勤務したものとみなし、号級の調整をすることができるといたします。 

 次に第９条から第１５条までを新たに加えます。第９条、これは表題が育児短時間勤務をす

ることができない職員は、育児休業法第１０条の条例で定める職員は次に掲げます。１号、非

常勤職員。２号、臨時的に任用される職員。３号、休業法第６条第１項の規定により採用され

た職員。第４号、職員の定年等に関する条例第４条の規定により勤務している職員。５号、勤

務をすることにより養育する子につきまして配偶者が休業法その他の法律により休業している

職員。６号、前号のほか、養育しようとする時間におきまして、養育しようとする子を職員以

外の親が養育することができる場合の職員といたします。 

 次に説明資料の１１ページでございます。第１０条、育児短時間勤務の終了の日の翌日から

起算して１年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情は、休業法第
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１０条のただし書きの条例で定める特別の事情を次に掲げます。１号、産前の休業を始め、も

しくは出産したことにより効力を失い、または第１３条に掲げる事由により承認が取り消され

た後、その子が死亡し、または養子縁組等により別居することになったこと。２号、休職また

は停職の処分を受けたことにより効力を失いましてその期間が終了したこと。３号、職員の負

傷疾病または精神上等の障害により係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり

続くものと見込まれ取り消された後に養育することができる状態に回復したことでございます。

４号、承認が第１３条に掲げる事由により該当し取り消されたこと。５号、終了後に勤務した

職員の配偶者が３カ月以上の期間にわたり当該の子を育児休業法その他の規則で定める方法に

より養育したこと。 

 次に説明資料の１１ページの一番下から１２ページにかけてお願いいたします。６号でござ

います。配偶者が負傷または疾病により入院したこと。別居したことのほかの勤務の終了時に

予測することができなかった事態が生じ、係る子につきまして勤務をしなければ養育に著しい

支障が生じることになったこと。 

 次に第１１条見出しでございます。育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の

形態としまして、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第４条の規定によりまして適用を受け

る職員は次に掲げる形態でございます。第１号、４週間ごとの期間につき８日以上を週休日と

し、１週間当たりの勤務が２０時間、２４時間、また２５時間となるように勤務することでご

ざいます。次に２号、４週間を超えない期間につき、１週間当たり１日以上の割合の日を週休

日とし、同じく勤務時間は同じでございます。次に第１２条、育児短時間勤務の承認または期

間の延長の請求手続でございますが、規則で定める承認請求書によりまして始めようとする日

または期間の末日の翌日の一月前までに行うものといたします。 

 次に第１３条、育児短時間勤務の承認の取り消し事由でございますが、休業法第１２条にお

きまして準用する同法第５条の条例で定める事由は次に掲げます。１号、子を養育している時

間に職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。２号、係る子以外に係

る勤務を承認しようとするとき。３号、勤務の内容と異なる勤務を承認しようとするとき。 

 次に説明資料の１２ページの下段から１３ページをお願いいたします。第１４条、育児休業

法の第１７条の条例で定めるやむを得ない事情は次に掲げます。第１号、過員を生じること。

２号、引き続き任用していくことができないこと。 

 次に第１５条、育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知は、育児休業法第

１７条の規定による勤務をさせる場合または勤務が終了した場合、職員へ書面で通知しなけれ

ばならない。 

 次に１６条、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新でございます。

これは第６条の規定は、任期の更新について準用いたします。 

 次に第９条を１７条、第９条中９条第１項を第１９条１項に改め、第２号に育児短時間勤務

または育児休業法第１７条の規定により短時間勤務をしている職員を追加いたします。また、
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同条第２号を第３号とし、同条３号中、部分休業をしようとするを職員が部分休業により養育

しようとするに改め、部分休業によりを削り、職員以外を当該職員以外に改め、同号を第４号

といたします。 

 次に、第１０条を第１８条に改め、見出しの部分を部分休業の承認に改め、その承認は正規

の勤務時間の始めまた終わりにおいて３０分単位で行うものといたします。 

 次に説明資料の１３ページの一番下から１４ページをお願いいたします。２号、職員の勤務

時間、休暇等に関する条例に基づく規則で定める特別休暇で、生後３年に達しない生児を育て

る場合におけるものを、承認されている職員の承認は１日につき２時間から当該休暇を減じた

時間を越えない範囲で行うものとします。 

 次に、第１１条を第１９条、見出しに部分休業をしている職員の給与の取り扱いを付し、第

１１条中第１２条を１９条に、第１６条を２５条に改めます。 

 次に、１２条を２０条といたしまして、見出しに部分休業の承認の取り消し事由を付し、１２

条中の５条を１３条に改め、１３条を２１条といたします。 

 提案の理由は、育児休業法に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い関係規定を整備

する必要がございます。これがこの議案を提出する理由でございます。 

 次に議案の１３ページをお願いいたします。議案第５号、上天草市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。説明資料の１５ページをお願

いいたします。 

 第４条中第２項を第３項より第４項に改め、第２５条に次の１項を加えます。２号、前の規定

にかかわらず再任用短時間勤務職員の１時間あたりの給与額は、前項により算定した給与額に条

例第２条に規定する１週間当たりの勤務時間を乗じて得た額を、同条第３項、４項の規定により

まして定められた職員の１週間当たりの勤務時間で除した額といたします。 

 次に別表第３の級別職の分類表の第５の項中、課局長、統括支所次長、窓口センター長、養護

老人ホーム長を削りまして、及びこれに相当する職務、相当の経験を有する課局長、統括支所次

長を、課局長に改め、同表の７の項中、統括支所長を削ります。 

 提案の理由は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行及び級別職

の分類表の見直しに伴いまして関係規定を整備する必要がございます。これがこの議案を提出す

る理由でございます。 

 次に議案の第１４ページをお願いいたします。第６号、上天草市技能労務職員の給与の種類及

び規準を定める条例の一部を改正する条例でございます。説明資料の１６ページをお願いいたし

ます。第１９条２項、１歳に満たない子を小学校就学の式に達するまでの子に改め、勤務時間の

一部の次に、２時間を超えない範囲内の時間に限りを加えます。 

 次に第２１条中、地方公務員法の次に、昭和２５年法律第２６１号を加えます。 

 次に、第２２条の次に１条を加えます。第２３条、自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与

とし、自己啓発等休業または国際貢献活動のための承認を受けた職員には、給与は休業の期間は
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支給しないものといたします。次に第２３条を２４条とし、第４条の４を第７条に改めます。 

 次に説明資料の１８ページをお願いいたします。上天草市水道局企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例の一部改正について説明いたします。第２２条第２項中、３歳に満たない子を小

学校就学の式に達するまでの子に改め、勤務時間の一部の次に、２時間を超えない範囲内までの

時間に限りを加えます。次に第２６条、自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与は、休業また

は国際貢献活動のための承認を受けた職員には給与の支給はしないものとします。次に第２７条、

再任用職員についての適用除外。第６条、８条、１０条、１２条、１３条、２１条の規定は、公

務員法第２８条の４第１項、同条の項１項、同条の６もしくは２項の規定により採用された職員

には適用しないとし、第２６条を２８条といたします。 

 次に説明資料の１９ページをお願いいたします。病院企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部改正でございます。先ほどと同じでございます。第２０条の第２項、３歳に満たない

子は前回と同じでございますので省略させていただきます。次に第２４条につきましても、自己

啓発等休業の承認を受けた職員は、前に説明した分とかわりませんのでよろしくお願いいたしま

す。次に第２５条、再任用職員についての適用除外は、５条から８条まで第１０条及び第１９条

の規定は、公務員法第２８条の４第１項、同条の５第１項の規定または同条の６第１項もしくは

２項の規定により採用された職員には適用いたしません。次に、第２４条を第２６条とします。 

 説明資料の２０ページをお願いいたします。第２５条を２７条といたします。 

 提案の理由は、公務員法の一部改正、それと一般職の職員の自己啓発休業制度を導入すること

に伴い、関係規定を整備する必要がございます。これが提出する理由でございます。 

 次に議案の１７ページをお願いいたします。第７号、上天草市職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例でございます。説明資料の２１ページをお願いいたします。第８条第２

項を次のように改めます。社会福祉業務手当の額は調査指導等に従事した日１日につき300円と

いたします。 

 提案の理由は、特殊勤務手当の適正化を図るため、社会福祉業務の手当を見直す必要がござい

ます。これが提案の理由でございます。 

 次に議案の１８ページをお願いいたします。第８号、上天草市職員の自己啓発等休業に関する

条例の制定について説明いたします。 

 第１条の趣旨でございます。これは公務員法第２６条の５第１項、５項、６項の規定に基づき

まして必要な事項を定めます。 

 次に第２条、自己啓発等休業の承認でございます。職員が申請した場合は、公務の運営に支障

がなく、公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修または国際貢献活

動のための休業の承認ができます。 

 次に第３、自己啓発等休業の期間でございます。法第２６条の５第１項に定める期間は、同じ

く履修のための休業は２年、国際の場合は３年といたします。 

 次に第４条、大学教育施設でございます。同じ条文でございますが、これは次の号に掲げます。
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１号、教育法第８３条に規定する大学。２号、同じく第１条に規定する学校以外の施設で、学校

教育に類する教育を行うもののうちで、ほかの法律に特別の規定があるもので同法第１０４条第

４項第２号の規定により、大学または大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く施設

でございます。第３号、前２号に該当する外国の大学。第４号、前３号に準ずる施設で任命権者

が定めるものでございます。 

 次に第５条奉仕活動です。条文は先ほどと同じでございますが、次の号に掲げます。第１号、

独立行政法人国際協力機構が法第１３条の規定に基づきみずから行う派遣業務の目的となる開発

途上地域における活動。第２号、前号に準ずる活動で任命権者が定めるものでございます。 

 次に第６条、自己啓発等休業の承認の申請でございます。申請は休業しようとする期間の初日

及び末日並びに期間中の大学等課程の履修または活動の内容を明らかにしなければなりません。 

 次に第７条の自己啓発等休業の期間の延長でございます。職員は開始をした日から引き続き休

業しようとする期間が第３条に規定する期間を超えない範囲において、延長しようとする期間の

末日を明らかにし、延長の申請ができます。次に第２項でございます。延長は特別の場合を除き

１回でございます。第３項、第２条の規定は期間の延長の承認について準用いたします。 

 次に第８条、自己啓発等休業の承認の取り消し事由でございます。法文は同じでございます。

議案の１９ページの下段から２０ページをお願いいたします。１号、正当な理由がなくして在学

している課程を休学もしくは授業を頻繁に欠席、また参加している奉仕活動の全部または一部を

行っていないことでございます。２号、在学している課程を休学、停学にされ、その授業を欠席

していること。または奉仕活動の全部もしくは一部を行っていないことがその他の事情により申

請に係る課程の履修または貢献活動に支障が生ずることでございます。 

 次に第９条報告等でございます。職員は任命権者から求められた場合のほか、次の場合は申請

に係る大学等課程の履修または国際貢献活動の状況を報告しなければなりません。１号、その申

請に係る大学課程の履修または活動を取りやめた場合。第２号、在学している課程を休学し、停

学にされ、もしくは欠席している場合、または奉仕活動の全部もしくは一部を行っていない場合。

３号、係る大学等の課程の履修またはそれに対しまして支障が生じている場合。次に第２項でご

ざいます。任命権者は職員から前項の報告を求めるほか、定期的に連絡を取ることによりまして

十分な意思疎通を図るものとします。 

 次に第１０条、職場復帰後における号級の調整でございます。復帰後は部内のほかの職員との

均衡上、必要が認められるときに大学の課程等または貢献活動のためのもののうち、勤務に特に

有用であると認められる場合にありましては、１００分の１００以下、それ以外は１００分の

５０以下の換算率によりまして得た期間を勤務したものとみなします。復帰した日及びその日

後における最初の昇給を行う日として規則で定める日またはそのいずれかの日に昇給に準じて号

級を調節することができます。 

 提案の理由は、地方公務員法の一部改正に伴いまして、職員の自己啓発等休業に関する条例を

制定する必要がございます。これがこの議案を提出する理由でございます。 
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 次に２２ページをお願いいたします。議案の２２ページ、９号、上天草市手数料条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。説明資料２２ページをお願いいたします。 

 別表第１、地籍の項の次に、次の項を加えます。区分は火薬といたします。譲渡許可手数料を

１枚につき1,200円、ア、加工品のみの譲り受けの許可及び、イ、その他は2,400円。括弧のア、

申請に係る場合は3,500円。括弧のイ、その他は6,900円といたします。 

 理由は、県下の事務権限移譲に伴いまして火薬事務に関する申請手数料を整備する必要がござ

います。これが提出の理由でございます。 

 次に議案の２３ページをお願いいたします。第１０号、上天草市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例につきまして説明いたします。説明資料の２３ページをお願いいたします。 

 第３条第１項中、第１１条第１項を第１９条第１項に改めます。第８条の次に、次の１条を加

えます。第９条、徴収の方法でございます。税は第１２条、１６条及び１７条の規定によりまし

て特別徴収の方法による場合を除くほかは、普通徴収の方法によって徴収いたします。次に第９

条を１０条といたしまして、国民健康保険税の納期は次のとおりとするを、普通徴収によって徴

収する国民健康保険税の納期は次のとおりとするに改めます。次に第１０条を１１条といたしま

す。第１３条第１項を第２１条第１項に改め、同条の次に次の７条を加えます。 

 説明資料の２３ページの一番下から２４ページをお願いいたします。第１２条、特別徴収は、

年度の初日におきまして税の納税義務者が老齢等年金給付の支払いを受けている満年齢６５歳以

上の被保険者である世帯主である場合は、課する税を特別徴収によって徴収いたします。第２項、

年度の初日の属する年の４月２日から８月１日までの間、義務者が特別対象被保険者となった場

合は、特別徴収によって徴収できます。 

 次に第１３条、特別徴収義務者の指定等でございます。前条の規定に係る税の義務者は、被保

険者に係る老齢年金給付の支払いをする者といたします。 

 次に１４条、特別徴収税額納入の義務等は、年金保険者は支払い回数割税額を徴収した日の属

する次の翌日の１０日までに税額を納入しなければなりません。 

 次に第１５条、被保険者資格喪失等の場合の通知等でございます。市長から法第１７条の規定

による通知を受けた場合は、その日以後、支払い回数割税額を徴収して納入する義務は負いませ

ん。この場合はただちに当該通知に係る被保険者に係る徴収の実績その他必要な事項を市長に通

知しなければなりません。 

 次に第１６条、既に被保険者であった場合の仮徴収でございます。年度の初日に属する年の前

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における給付支払いの際徴収されていた被保険者

について、税額の徴収に係る対象年間給付が当該年度の初日からその日の属する年の９月３０日

までの間に支払われている場合は、税額として地方税法の施行規則第２４条に規定する額を徴収

いたします。 

 次に、説明資料の２４ページの一番下から２５ページをお願いいたします。第２項、前項に規

定する被保険者につきましては、属する年の６月１日から９月３０日までの間、その間におきま
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して税額に相当する額を徴収することが適当でない特別の事情がある場合は、この規定にかかわ

らず支払いに係る税額とし、所得の状況その他の事情を勘案し、市長が定める額を徴収すること

ができます。 

 次に第１７条、新たに被保険者となった場合に係る仮徴収でございます。各号に掲げる期間に

おきまして支払われる場合は、係る税額として法７１８条の規定による税額の見込み額を徴収す

るものをいいます。１号、第１２条に規定する被保険者の税につきまして。同項の規定による方

法によって行われなかった被保険者または当該年度の初日に属する年の前年の８月２日から１０

月１日までの間に対象となった者。当該年度の初日から９月３０日までの間でございます。２号、

同じく前年の１０月２日から１２月１日までの間に被保険者となった者。属する年の６月１日か

ら９月３０日までの間でございます。３号、同じく１２月２日から翌年の２月１日までの間に対

象となった者。属する年の８月１日から９月３０日までの間でございます。 

 次に第１８条、普通徴収税額への繰り入れ。これは給付を受けなくなったこと等によりまして

保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合は、その額による相当する税額

を特別徴収の方法によりまして徴収されないこととなった日以降において到来する第１０条の納

期がある場合は、それぞれその日以後に到来する同項の納期がない場合は普通徴収によって徴収

いたします。 

 次に説明資料の２５ページの一番下から２６ページをお願いいたします。第２項、被保険者に

つきまして既に保険者から納入された税額がその額を超える場合は、未納に係る徴収金があると

きは過納または誤納税額は法第１７条によりまして、未納に係る徴収金に充当いたします。 

 次に第１１条を第１９条とし、到来する納期においての次に、普通徴収の方法によってを加え

ます。 

 次に、第１２条を２０条とし、第１５条を２３条に改めます。以下、説明資料の２６ページか

ら３２ページまでをお願いいたします。第１３条を２１条とし、２６条について８条ずつ繰り下

げます。 

 次の議案２６ページをお願いいたします。附則でございますが、第２項中で、１３条第１項を

第２１条第１項に改め、附則の第３項、４項を第１３条を第２１条に、附則第７項、９項、１２

項、１４項中の１３条第１項を２１条第１項に改め、附則第１５条１６項中、１３条を第２１条

を改めます。附則の第２項適用部分でございますが、次項に定めるものを除きまして、改正後の

上天草市国民健康保険税条例の規定は平成２０年度以降の年度分の国民健康保険税について適用

いたしまして、平成１９年度分までの税につきましては従前の例によります。次に第３項、新条

例第１７条の規定は、平成２１年度以降の年度分の税について適用いたします。 

 理由は、国民健康保険法等の一部改正に伴う制度改正によりまして関係規定を整備する必要が

ございます。これが議案を提出する理由でございます。 

 以上でございます。 

○○○○議議議議長長長長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第１１号から議案第１４号まで、健康福祉部長。 
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○○○○健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長（（（（川下川下川下川下    伸一君伸一君伸一君伸一君）））） ２７ページからお願いします。 

 議案第１１号、上天草市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について。上天草市

国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものでございます。今回の改正

の中で主な点だけ御説明いたします。 

 第２条第１項第４号につきましては、国民健康保険運営協議会の被保険者を代表する委員に

ついて規定し、運営委員会の被保険者代表委員も平成２１年４月１日から廃止されることによ

りまして、第２条関係を削るものでございます。 

 ４条につきましては、医療給の個人負担について規定し、３歳未満児までは個人負担は２割

でしたが、今回の改正によりまして就学前まで２割とする拡充が規定されました。このことに

よりまして就学後から７０歳までを３割となります。次に、７０歳以上の個人負担につきまし

ては１割を２割とする規定がなされましたが、ただし平成２０年１年に限りまして１割とする

特別措置がなされております。 

 次に、６条第１項では、葬祭費の支給は後期高齢者医療保険制度に準じまして2万5,000円を2

万円に改めるものでございます。次に、第２項でその他の組合法、後期高齢者医療制度におい

て葬祭費の支給がなされた場合は国保では支給しない規定がされております。 

 第７条では保健事業の規定がなされ、今回、特定健診、特定保健指導の事業が新たに追加さ

れまして、附則としまして、この条例は平成２０年４月１日から施行しまして、第２条第４号

の規定改正は平成２１年４月１日から施行するものでございます。 

 提案理由といたしまして、国民健康保険法の一部改正に伴いまして関係規定を整備する必要

があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 以上です。 

 次に、議案第１２号、上天草市後期高齢者医療に関する条例の制定について。上天草市後期

高齢者医療に関する条例を次のように制定するものでございます。 

 この条例につきましては、後期高齢者保険制度が平成２０年４月より新たに始まりまして、

その業務事務につきましては、保険者であります熊本県広域連合が主として実施いたします。

それ以外の市町村が行う事務について規定したものでございます。 

 主な点だけ御説明を申し上げます。第２条につきましては、市が処理する事務ということで、

窓口、受付事務の規定がなされております。第３条以降は市町村が徴収事務を行うため、それ

に関連した事務が規定されています。当該市に住所を有する被保険者から徴収を行う規定、ま

た、介護保険同様、年金からの特別徴収を実施するため、受け取り年額は18万円以下の場合は

普通徴収となり、第４条はその普通徴収の規定により、納付金は６月１日を１期とし、翌年３

月３１日まで１０期を納付期限として規定しております。 

 附則により、この条例は平成２０年４月１日から施行となりますが、平成２０年度の保険料

の徴収の特例といたしまして、附則第２条では２０年度に限り現在システムの業務上、情報入

力が一時遅延することによりまして、１期の納期が７月に始まるため、９期とする規定がされ
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ております。また、附則第２条２項では、平成２０年度において社会保険の被扶養者について

は、４月から９月までの半年間は課税しない旨の経過措置がなされております。１０月１日以

降の課税では、納期は６期とする規定がされております。附則第４条では、本年度が創設され

ることにより、後期高齢者医療特別会計が設けられるものでございます。 

 提案理由といたしまして、後期高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく後期高齢者

医療制度の導入に伴い、上天草市後期高齢者医療保険条例を制定する必要があります。これが

議案を提出する理由であります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 ３５ページをお願いします。議案第１３号、上天草市保育条例の一部を改正する条例の制定

について。上天草市保育条例の一部を改正する条例を次のように制定するものでございます。 

 上天草市保育条例の一部を改正する条例。上天草市保育条例の一部を次のように改正する。 

 第２条の表、大矢野保育園の項を削るものでございます。この条例は平成２０年４月１日か

ら施行するものです。 

 提案理由といたしまして、上天草市の少子化に伴う公立保育所の適正化を図るため、大矢野

保育園を廃止する必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 次に３７ページをお願いいたします。議案第１４号、上天草市介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定について。上天草市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のでございます。主な点だけ御説明を申し上げます。 

 平成１８年度より２０年度までの第３期介護保険計画を進める中、保険料を確定してきまし

たが、平成１７年度に行いました税制改正によりまして、それまで合計所得が125万円以下の高

齢者は非課税設定での取り扱いでありましたが、１８年度から均等割が課税されるようになり

ました。均等割が課税されているかいないかで介護保険料を決定する所得改正法が大きくかわ

ってまいります。このため、１８年度、１９年度の保険料につきましては、激変緩和措置を制

定しまして対応してきております。引き続き２０年度におきましても激変緩和措置を講じて対

応するために、介護保険条例第１０条を追加しまして関係規定を整備するものでございます。

この条例は平成２０年４月１日から施行するものでございます。 

 提案理由といたしまして、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令

の一部を改正する政令の一部改正に伴いまして、関係規定を整備する必要があります。これが

議案を提出する理由でございます。 

 以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第１５号を市民環境部長。 

○○○○市民環境部長市民環境部長市民環境部長市民環境部長（（（（福田福田福田福田    富雄君富雄君富雄君富雄君）））） それでは議案の３８ページとあわせまして、説明資料の４１

ページをお願いしたいと思います。 

 議案第１５号、上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び上天草市浄化槽に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び上
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天草市浄化槽に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものでございます。 

 下にいきます。上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正。第１条、上天草市

廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。第９条第２項中、２年以内

を２年に改める。第１０条第１号中2,000円を3,000円に改める。 

 上天草市浄化槽に関する条例の一部改正。第２条、上天草市浄化槽に関する条例の一部を次

のように改正する。第３条第２項中２年以内を２年に改める。第４条第１号中2,000円を3,000

円に改める。 

 附則。施行期日、この条例は平成２０年４月１日から施行する。経過措置、この条例の施行

の日の前日までに申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。 

 提案理由。手数料の見直しに伴い、関係規定等を整備する必要がございます。これがこの議

案を提出する理由でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第１６号を企画観光部長。 

○○○○企画観光部長企画観光部長企画観光部長企画観光部長（（（（石炭石炭石炭石炭    芳邦君芳邦君芳邦君芳邦君）））） 議案書の３９ページお願いいたします。議案第１６号につい

て御説明をいたします。 

 議案第１６号、上天草市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に

関する法律第１０条第１項の既定に基づく準則を定める条例の制定について。上天草市企業立

地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の既定

に基づく準則を定める条例を次のように制定するものでございます。 

 今回の条例制定は、工場立地法の特例条項に基づき定めるものでございます。第１条に趣旨、

それから第２条に定義、それから第３条に区域の範囲、それに緑地等施設の設置面積割合が記

載してあります。３９ページと４０ページに記載してあります。 

 甲種地域といたしましては、都市計画がなされていない地区でございます。その範囲につき

ましては枠の中に該当する地番を記載しております。松島、大矢野、姫戸、龍ヶ岳、それぞれ

記載をしております。これを制定することによりまして、緑地面積や施設面積が緩和されると

いうことで、今回の条例の制定をお願いするものでございます。 

 ４１ページをお願いいたします。附則といたしまして、この条例は平成２０年４月１日から

施行する。第２条には、既存工場等に係る面積の算定を記載しております。昭和４９年以前に

設置された工場等が該当いたします。該当工場があった場合はこの算定式で計算をいたします。

４１ページ、４２ページ、４３ページに計算式を記載しております。 

 ４４ページをお願いいたします。提案理由といたしまして、企業立地の促進等による地域に

おける産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴い、上天草市企業立地の促進等によ

る地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を

定める条例を制定する必要がございます。これがこの議案を提出する理由でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 
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○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第１７号を農林水産部長。 

○○○○農林水産部長農林水産部長農林水産部長農林水産部長（（（（永森永森永森永森    文彦君文彦君文彦君文彦君）））） 議案第１７号、上天草市農業振興地域整備促進協議会条例の

一部を改正する条例の制定について。上天草市農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正す

る条例の一部を次のように改正する。 

 第７条中、農林課を農林水産課に改める。提案理由といたしまして、農林課を農林水産課に

改める必要がございます。これが提案する理由でございます。昨年度、農林課と水産課の統合

により、庶務をつかさどる課の変更があっておりますので提案いたすものでございます。 

 以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） ここで昼食のため休憩したいと思います。午後は１時から再開いたし

ます。なお、全員協議会を１２時５０分に一応予定をしておきます。その後、再開につきまして

は、全員協議会しだいによりまして、５分なり１０分なりおくれる可能性がありますので、よろ

しくお願いしたいと思います。原則として午後１時から再開したいと思いますので。 

休憩  午前１１時５８分 

                                             

再開  午後 １時１０分 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、議案第１８号から議案第２０号まで、教育部長。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長（（（（山下山下山下山下    秀幸君秀幸君秀幸君秀幸君）））） 議案第１８号、上天草市社会教育委員設置条例の一部を改正する

条例の制定について御説明いたします。 

 上天草市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。上天

草市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例。上天草市社会教育委員設置条例の一部を次の

ように改正する。 

 第２条中、５人を１０人に改める。第２条では、委員の定数を定めております。 

 附則。この条例は平成２０年４月１日から施行する。 

 提案の理由としましては、各種委員会の統合、見直しをする上で、社会教育委員の増員を行い、

公民館運営審議会委員を兼務することとし、社会教育推進における意見集約の効率化を図る必要

がある。これがこの議案を提出する理由であります。 

 次に議案第１９号、上天草市公民館条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたしま

す。 

 上天草市公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。上天草市公民館

条例の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項を削る。分館長等を定めてありますが、これを削除し、廃止するものです。 

 第４条第１項中、及び分館長を削り、同条第２項中、及び分館を削る。第４条では職務を定

めてありますが、関連して分館長の部分を削除するものでございます。 

 第５条第１項中、置くを置くことができるに改め、同条第２項中、１３人を１０人以内に改
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める。５条では公民館運営審議会を規定しております。 

 別表第１を次のように改める。組織の再編により現在の４地区の公民館を廃止し、１２の分

館を地区の公民館に名称を変更するものでございます。 

 附則。施行期日、１、この条例は平成２０年４月１日から施行する。 

 次のページをお願いします。関連しまして、上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正です。２、上天草市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。別表第１、地区公民館の項中、月額を

年額に、14万600円を6万4,000円に改め、同表分館長の項を削る。現在の地区館長、月額報酬14

万600円を廃止し、新たに現在の分館長を地区公民館長とするため、年額報酬6万4,000円とする

ものでございます。 

 なお、これまで旧町ごとの地区公民館で実施しております成人大学、高齢者学級、生涯学習

講座等につきましては、中央公民館の直轄により実施することとしております。 

 提案の理由としましては、公民館の組織再編を行い、より効率的な公民館活動を行う必要が

ある。これがこの議案を提出する理由でございます。 

 次に議案第２０号、上天草市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたし

ます。 

 上天草市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。別冊の５０ペ

ージからごらんいただきたいと思います。 

 上天草市立図書館条例の一部を改正する条例。上天草市立図書館条例の一部を次のように改正

する。 

 第２条の表中、上天草市立大矢野森記念図書館、上天草市大矢野町上１５３９番地。上天草市

立松島図書館、上天草市松島町合津１４７６番２３を、上天草市立中央図書館、上天草市松島町

合津４２７６番２３、上天草市立大矢野森記念図書館、上天草市大矢野町上１５３９番地に改め

る。公民館の組織を中央館、分館方式とするものでございます。 

 第４条の表を次のように改める。５０ページをお願いします。姫戸図書館及び龍ヶ岳図書館の

開館時間を午前１０時から午後５時に改めるものです。第２２条中第２項を削り、第３項を第２

項とし、第４項を第３項とする。これは献本等の寄贈者の氏名、日付の表示を削除するものでご

ざいます。 

 この条例は平成２０年４月１日から施行する。 

 提案の理由としましては、図書館の組織の再編により効率的な図書館活動を行うとともに、個

人情報保護に配慮した運営を行う必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第２１号から議案第２２号まで、病院事務長。 

○○○○上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長（（（（松本松本松本松本    精史君精史君精史君精史君）））） 議案書の５１ページをお願いいたします。議案第２

１号について御説明いたします。上天草市立上天草総合病院職員の特殊勤務手当の支給に関する
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条例を廃止する条例の制定について御説明いたします。 

 上天草市立上天草総合病院職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の廃止についてお願いす

るものでございます。また、この廃止に伴いまして、上天草市病院企業職員の給与の種類及び

規準に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。 

 説明資料の５３ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 第１１条、特殊勤務手当は著しく危険、害、不健康または困難な勤務、その他著しく特殊な

勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認

められるものに従事する職員に対して支給するということでございます。 

 提案理由といたしまして、上天草市立上天草総合病院に関連する条例等の見直しに伴い、上

天草市立上天草総合病院職員の特殊勤務手当の支給に関する条例を廃止する必要がある。これ

が議案を提出します理由でございます。 

 続きまして、次のページをお願いいたします。議案第２２号について御説明いたします。議

案第２２号、上天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ

いてでございます。 

 上天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定をお願いするものでございます。 

 説明資料５４ページをお願いいたします。第４条ただし書き中、同項第２号、副市長相当で

ございますけれども、それを同項第３号、教育長相当に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたします。 

 提案理由といたしまして、熊本県市町村総合事務組合、市町村職員退職条例の一部改正に伴

いまして関係規定を整備する必要がございます。これが議案を提出します理由でございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第２３号を総務部長。 

○○○○総務部長総務部長総務部長総務部長（（（（川本川本川本川本    一夫君一夫君一夫君一夫君）））） 議案の５３ページをお願いいたします。 

 議案第２３号、平成１９年度上天草市一般会計補正予算第３号について説明いたします。本

議案につきましては別紙におきまして説明資料を配付してございますので、これを読み上げま

して提案理由とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 議案第２３号、平成１９年度上天草市一般会計補正予算第３号について説明いたします。 

 歳入歳出それぞれ5,811万7,000円を減額し、予算総額を155億3,364万2,000円とするものでご

ざいます。 

 第２表、繰越明許費については、翌年度への繰り越しとして市有管理財産事務事業ほか２事

業6,610万円をお願いしております。 

 第３表、債務負担行為の補正は、広報上天草印刷業務委託ほか１７件、1億843万6,000円をお

願いしております。 

 第４表、地方債の補正は、事業費の確定に伴う各起債の補正でございます。 
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 歳入予算の主なものといたしましては、１０款市税4,062万2,000円の増額は、市民税では個

人の滞納繰り越し分が771万4,000円の増額となりました。また法人分では、法人数及び事業所

得の増加により1,514万9,000円の増額となっております。固定資産税3,167万4,000円の増額は、

現年課税分では課税標準額の増加によるもので土地358万2,000円、家屋497万3,000円、償却資

産882万4,000円の増額。滞納繰り越し分では1,368万9,000円の増額でございます。軽自動車税

では滞納繰り越し分で22万円の増額、また市たばこ税では1,216万円の減額。入湯税は現年課税

分では入り込み客数の減少により369万4,000円の減額。滞納繰り越し分で171万9,000円の増額

となりました。 

 ３０款ゴルフ場利用税交付金は、ゴルフ場利用者の減少により171万9,000円の減額となりま

した。５５款分担金及び負担金117万2,000円の増額は、農林水産業費分担金で、荒木浜地区補

助整備事業参加農家分担金等22万9,000円の減額。負担金においては老人ホーム入所者及び扶養

義務者負担金等140万1,000円の増額によるものです。 

 ６０款使用料及び手数料110万9,000円の増額では、使用料は漁港使用料、港湾使用料の増に

よりまして60万1,000円の増額。手数料は総務手数料の増により50万8,000円を増額いたしまし

た。 

 ６５款国庫支出金4,307万5,000円の減額は、民生費国庫負担金で障害者自立支援関係給付費

負担金3,623万円を減額し、保育所運営費国庫負担金1,818万4,000円を増額しました。土木費国

庫補助金は環状西１号線の実績見込みと永浦樋合線改良事業の事業休止による1,210万円の減額

です。総務費委託金は参議院議員選挙費の委託金の収入確定によりまして772万3,000円の減額

となりました。 

 ７０款県支出金2,861万9,000円の減額は、民生費県負担金で障害者自立支援法関係給付費負

担金1,461万3,000円。国民健康保険基盤安定負担金518万7,000円を減額し、保育所運営費県負

担金190万8,000円を増額しました。総務費補助金では県地方バス運行等特別対策補助金の補助

見直しに伴い454万2,000円の減額。民生費県補助金におきましては、障害者自立支援対策臨時

特例交付金を初めとする社会福祉費補助金が、実績見込み及び補助規準額改正により789万

3,000円の減額としました。衛生費県補助金では乳幼児医療助成事業補助金が119万8,000円の増

額となりましたが、浄化槽設置整備事業補助金が187万3,000円の減額となっております。また、

農林水産業費県補助金は、畜産振興事業の環境保全型総合対策補助金759万7,000円の増額が主

なものです。県委託金では、徴税費委託金で400万円の増額。個人県民税徴収取り扱い件数の増

加によるものであります。 

 ７５款財産収入193万9,000円の増額は、財産運用収入において市有財産貸しつけ収入が116万

9,000円の減額。財産売り払い収入が旧姫戸町教員住宅売り払いにより310万8,000円の増額とな

っております。 

 ８０款寄付金107万円の増額は、ふるさと応援寄付金69万円とまちづくり事業推進寄付金38万

円でございます。 
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 ８５款繰入金6,243万2,000円の減額は、事業費確定見込みによるまちづくり事業推進基金繰

入金6,012万5,000円の減額が主なものでございます。 

 ９５款諸収入331万6,000円の増額は、市税延滞金140万円の増額、市預金利子216万4,000円の

増額及び雑入において健診個人負担金241万6,000円の増額。自主文化振興事業106万9,000円の

増額によるものです。 

 ９９款市債2,850万円の増額は、事業費の確定に伴い増減調整をいたしました。農林水産業債

におきまして、荒木浜地区基盤整備県工事負担金ほか１件で240万円の減額。土木債が急傾斜事

業県工事負担金130万円の増額。過疎対策事業債が大矢野北部地区広域農道県工事負担金ほか４

件で1,120万円の減額。辺地対策事業債780万円の減額。自然災害防止事業債390万円の減額とな

っております。退職手当債は退職者の増によりまして5,300万円の増額を計上いたしました。 

 次に歳出について御説明いたします。今回、実績見込みによる人件費の補正及び事務経費の

補正を主にお願いしております。 

 人件費では、各種委員等報酬301万3,000円の減額。特別職給与費の136万8,000円の減額。一

般職員給与費2,874万6,000円の減額。共済費459万9,000円の減額。退職者の増により退職手当

組合負担金5,823万6,000円の増額で、合計2,051万円の増額です。各款項目ごとに報酬、給料、

職員手当等及び共済費の増減額の補正をお願いしております。 

 次に主なものといたしまして、１０款議会費517万1,000円の減額では、普通旅費10万円、会

議費用弁償115万円、需用費の印刷製本費ほか75万5,000円と会議録作成業務委託料240万円を減

額いたしました。 

 １５款総務費１０項総務管理費１０目一般管理費4,950万8,000円の増額は、職員の勧奨退職

者７人等による退職手当組合特別負担金5,796万2,000円の増額。需用費の例規集、法規書、法

規書籍の加除代200万円の増額、参議院議員選挙費等の補助事業経費への振りかえによる郵便料

450万円の減額によるものです。 

 ３０目財産管理費368万7,000円の減額では、庁舎管理委託料128万円の減額。国道２６６号線

改築事業に伴う龍ヶ岳地区の災害団地の移転地の用地取得費150万円の減額が主なものです。 

 ４５目企画費364万8,000円の増額では、県のバス運行補助金の見直しに伴い地方バス運行費

等特別対策補助金1,162万5,000円の増額、バス運行費補助金668万4,000円の減額をお願いして

おります。 

 ５５目支所及び出張所費では、職員手当等112万9,000円、臨時職員の社会保険料13万4,000円、

需用費の光熱水費41万6,000円や電信電話料14万9,000円を含め235万1,000円を減額しておりま

す。 

 ７０目電子計算費では、需用費、役務費、電算システムの保守委託料及び電算システム構築

費等で生じました不用額2,062万5,000円とＡＤＳＬ環境整備負担金1,070万円を減額しています。 

 ７５目地域づくり推進事業費では、１３地区のまちづくり推進事業活動補助金3,515万7,000

円と、まちづくり事業推進助成金126万7,000円の減額が主なものでございます。 
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 ８０目諸費87万円の減額は、住民自治活動費交付金の支出確定により減額いたしました。 

 １５項徴税費１０目税務総務費194万6,000円の減額は、一般職員給与費117万円の減額と、実

績見込みによる事務経費の減額77万6,000円です。 

 ２５項選挙費1,492万3,000円の減額は、参議院議員選挙費、県議会議員選挙費、市議会議員

選挙費等の支出確定により減額しております。 

 ２０款民生費１０項社会福祉費１０目社会福祉総務費では、国民健康保険特別会計基盤安定

繰出金619万4,000円の減額。国民健康保険特別会計安定化支援繰出金7,200万円の増額と、介護

保険特別会計繰出金106万8,000円を減額いたしました。 

 ２０目障害福祉費では、実績見込みによる障害者扶助費7,233万4,000円の減額を計上してお

ります。 

 ２５目老人福祉費は、老人ホーム保護措置費200万円の減額、高齢者生活支援経費190万3,000

円の減額、介護保険低所得者対策扶助費95万円を減額いたしました。 

 ３５目老人医療給付費は、老人保健医療特別会計繰出金4,151万7,000円の増額を計上してお

ります。 

 １５項児童福祉費１５目児童措置費307万6,000円の増額では、一般職員給与費及び事務経費

の減額と、認可保育園交付金の国運営費単価改正による1,160万円の増額をお願いしております。 

 ２０目児童手当費945万円の減額及び２５目母子福祉費590万円の減額は、事業確定に伴う児

童手当の減額でございます。 

 ２５款衛生費１０項保健衛生費２０目予防費679万5,000円の減額は、予防接種健診事業の実

績による減額です。 

 ２０目乳幼児医療費は、乳幼児医療費助成金522万7,000円の増額をお願いしております。 

 ３０目環境衛生費では、実績見込みによる合併処理浄化槽処理設置助成補助金568万1,000円

の減額を計上いたしました。 

 ３５款農林水産業費１０項農業費２０目農業振興費166万5,000円の減額では、果樹共済補助

金27万7,000円の増額、園芸新産地育成対策事業補助金100万円及び認定農業者支援事業補助金

70万円は精算により減額をお願いしております。 

 ２５目畜産業費では、大矢野堆肥センター改修費改修事業補助金594万円の増額。市単独事業

として補助金を計上しておりましたが、県の補助事業採択により総事業費を調整いたしました。

繁殖牛供給センター、産肉牛検定センター建設事業補助金は、事業費減により106万8,000円の

減額をお願いしております。 

 ３０目農地費1,316万円の減額では、ふるさと農道施設用地確認、東浦農道の各委託料105万

円の減額。工事請負費180万円の減額は、事業の精算によるものでございます。また、大矢野北

部農道、荒木浜基盤整備事業、中央農免農道の県工事負担金及び土地改良連合会負担金924万

7,000円の減額をお願いしております。 

 ４０目施設管理費117万4,000円の減額では、施設管理事業の委託料精算により117万4,000円
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の減額をお願いしております。 

 ２０項水産業費１５目水産振興費493万4,000円の減額では、魚礁設置事業の工事請負費378万

9,000円の精算による減額をお願いしております。 

 ４０款商工費１０項商工費２０目観光費は、各観光施設の維持管理費等で生じました不用額

271万円を減額しております。 

 ４５款土木費１０項土木管理費１０目土木総務費460万7,000円の減額は、人件費と下水道会

計繰出金の実績見込みによる減額です。 

 １５項道路橋梁費１５目道路新設改良費2,148万9,000円の減額は、環状西１号線の実績見込

みと永浦樋合線改良工事の事業休止による減額です。 

 ２０項河川費75万円、２５項港湾費123万3,000円、３０項都市計画費119万3,000円の減額は、

事業実績見込みによる減額です。 

 ３５項住宅費125万6,000円の減額は、民間アスベスト建築物改修事業補助金等の減額です。 

 ５０款１０項消防費１５目非常備消防費585万3,000円の減額は、消防団員出動回数の減少及

び施設整備改善費等の支出見込みにより減額いたしました。 

 ５５款教育費１０項教育総務費１５目事務局費では、職員の人件費のほか、放課後学校補助

金63万2,000円を減額しました。 

 ２０目教育振興費では、ＡＬＴの帰国旅費93万5,000円を減額しております。 

 １５項小学校費１０目学校管理費では、嘱託職員等の人件費を減額し、今津小プール改修工

事費の確定により125万円を減額しました。 

 １５目教育振興費では、パソコンリース料30万3,000円を減額しております。 

 ２０項中学校費１０目学校管理費では、光熱水費を200万円減額。事務用機器リース料等も97

万5,000円減額いたしました。 

 １５目教育振興費では、パソコンリース料85万円を減額しております。 

 ２５項社会教育費１０目社会教育総務費では、需用費等を減額し、県指定文化財、永目のア

コウの木枝打ち作業手数料25万円を増額いたしました。 

 １５目公民館費では、地区公民館長不在分の報酬61万円、講師謝礼66万5,000円を減額。アロ

マ事務所のパーテション購入費61万8,000円を計上いたしました。 

 ２５目文化振興費では、劇団わらび座等の委託料176万1,000円を減額しております。 

 ３０項保健体育費２０目学校給食費では、職員手当等107万8,000円を減額。 

 ２５目スポーツ振興施設事業費では、大矢野総合スポーツ公園のグラウンド改修設計管理委

託料を67万円減額しております。 

 ６０款災害復旧費１０項農林水産施設災害復旧費２０目林業施設等災害復旧費139万6,000円

の減額では、林業施設災害復旧事業の工事請負費135万9,000円の精算による減額でございます。 

 ６５款公債費１０項公債費１０目元金は、民間資金繰上償還金4,670万2,000円の増額をお願

いしております。 
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 １５目利子800万円の減額では、償還利子の確定による減額です。 

 ７０款諸支出金２０項基金費１５目減債基金費5,000万円の減額は、基金積立金から地方債繰

上償還金への組み替えに伴う減額でございます。 

 ３０目まちづくり事業推進基金費の増額は、寄付金38万円の基金への積み立てでございます。 

 ９６目環境保全基金費77万2,000円の増額は、環境保全協力基金への積み立てでございます。 

 ９７目ふるさと応援基金費の増額は、寄付金69万円の基金への積み立てでございます。 

 ７５款予備費9,893万3,000円の増額は、歳入歳出の調整額でございます。 

 以上が補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第２４号から議案第２８号まで、健康福祉部長。 

○○○○健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長（（（（川下川下川下川下    伸一君伸一君伸一君伸一君）））） ５４ページをお願いします。 

 議案第２４号、平成１９年度上天草市国民健康保険特別会計補正予算第３号です。平成１９

年度上天草市国民健康保険特別会計補正予算第３号を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要がございます。これが議案を提出する理由であります。 

 別冊の９１ページをお願いいたします。議案第２４号、平成１９年度上天草市国民健康保険

特別会計補正予算第３号です。平成１９年度上天草市国民健康保険特別会計補正予算第３号は

次に定めるものでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,322万8,000円減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ52億8,434万5,000円とするものでございます。内容につきましては事項別

明細により説明いたします。９６ページをお願いいたします。 

 補正予算の主なものといたしまして、保険給付費の増額に伴う歳入不足による補正予算でご

ざいます。 

 歳入から説明いたします。２５款国庫支出金9,484万7,000円の減額です。これは医療費負担

金と財政調整交付金でございます。 

 ３０款県支出金266万6,000円の増額です。 

 ３５款療養給付費交付金3,213万5,000円の減額です。 

 ４０款共同事業交付金4,531万4,000円の減額であります。 

 ５５款繰入金6,508万6,000円の増額です。 

 ６５款諸収入116万6,000円の増額です。 

 ７０款市債6,000万円の増額であります。 

 歳出について説明いたします。９７ページをお願いいたします。 

 １０款総務費32万4,000円の減額です。 

 １５款保険給付費1,533万2,000円の増額です。 

 ３０款共同事業拠出金1,380万5,000円の増額です。 

 ３５款保健事業費226万6,000円の減額です。 
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 ５０款諸支出金7,238万7,000円の増額です。これは国庫支出金の返納金でございます。 

 ５５款予備費1億4,216万2,000円の減額でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 次に議案第２５号、平成１９年度上天草市老人保健医療特別会計補正予算第２号です。平成

１９年度上天草市老人保健医療特別会計補正予算第２号を別冊のとおり定めるものでございま

す。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要がございます。これが議案を提出する理由でございます。 

 別冊の１０４ページをお願いいたします。議案第２５号、平成１９年度上天草市老人保健医

療特別会計補正予算第２号です。平成１９年度上天草市老人保健医療特別会計補正予算第２号

は次に定めるところによるものでございます。 

 歳入歳出予算の総額はかわりません。内容につきましては１０６ページのほうで説明をさせ

ていただきます。 

 今回の補正の主なものとしましては、国、市負担金を調整し、その補正予算でございます。 

 歳入から説明をいたします。１０款支払基金交付金3,025万3,000円の増額です。 

 １５款国庫支出金7,177万円の減額です。 

 ２５款繰入金4,151万7,000円の増額でございます。これは一般会計からの繰入金でございま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 次に議案第２６号です。平成１９年度上天草市診療所特別会計補正予算第３号です。平成１９

年度上天草市診療所特別会計補正予算第３号は別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要がございます。これが議案を提出する理由でございます。 

 別冊の１０８ページをお願いいたします。議案第２６号、平成１９年度上天草市診療所特別

会計補正予算第３号です。平成１９年度上天草市診療所特別会計補正予算第３号は次に定める

ものでございます。 

 既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ61万2,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出

それぞれ6,579万円とするものでございます。内容につきましては事項別明細のほうで説明いた

します。１１１ページをお願いいたします。 

 今回の補正の主なものとしましては、診療所収益の増額による補正でございます。 

 歳入から説明いたします。１０款事業収入101万円の増額です。 

 ２５款繰入金39万8,000円の減額です。 

 歳出について説明いたします。１０款総務費61万2,000円の増額です。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 

 次に議案第２７号、平成１９年度上天草市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定補正予算
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第３号です。平成１９年度上天草市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定補正予算第３号は

別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 予算書の１１３ページをお願いいたします。議案第２７号、平成１９年度上天草市国民健康

保険特別会計直営診療施設勘定特別会計補正予算第３号です。平成１９年度上天草市国民健康

保険特別会計直営診療施設勘定特別会計補正予算第３号は次に定めるところによるものでござ

います。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ278万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ7,035万2,000円とするものでございます。内容につきましては１１６ペー

ジのほうで説明いたします。今回の補正予算につきましては、診療収益の増額によるものでご

ざいます。 

 歳入から説明いたします。１０款診療収入278万8,000円の増額です。 

 歳出について説明いたします。１０款総務費7万2,000円の減額です。 

 １５款医業費281万9,000円の増額です。 

 ３０款予備費4万1,000円の増額でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 

 次に議案第２８号、平成１９年度上天草市介護保険特別会計補正予算第３号です。平成１９

年度上天草市介護保険特別会計補正予算第３号を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 予算書の１１９ページをお願いします。議案第２８号、平成１９年度上天草市介護保険特別

会計補正予算第３号です。平成１９年度上天草市介護保険特別会計補正予算第３号は次に定め

るところによるものでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ36万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ30億7,759万6,000円とするものでございます。今回の補正をお願いしています

のは、平成２０年度から始まる後期高齢者医療及び介護保険料の激変緩和措置のためのシステ

ム改修と不用額の減額が主なものでございます。内容につきましては１２３ページで説明いた

します。 

 歳入から説明いたします。２０款国庫支出金70万8,000円の増額です。システム改修の国庫負

担分でございます。 

 ４５款繰入金106万8,000円の減額です。 

 次に歳出について説明いたします。１０款総務費66万3,000円の減額です。 

 ２５款基金積立金8,200万円の増額です。介護給付費の準備積立金でございます。 

 ３５款諸支出金30万3,000円の増額です。 



- 41 - 

 ４０款予備費8,200万円の減額です。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第２９号を企画観光部長。 

○○○○企画観光部長企画観光部長企画観光部長企画観光部長（（（（石炭石炭石炭石炭    芳邦君芳邦君芳邦君芳邦君）））） 議案書の５９ページをお願いいたします。 

 議案第２９号、平成１９年度上天草市天草四郎メモリアルホール特別会計補正予算第３号。

平成１９年度上天草市天草四郎メモリアルホール特別会計補正予算第３号を別冊のとおり定め

る。 

 提案理由でございますが、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要がございます。これがこの議案を提出する理由でございます。 

 内容について御説明いたします。補正予算書の１２９ページをお願いいたします。 

 議案第２９号、平成１９年度上天草市天草四郎メモリアルホール特別会計補正予算でござい

ます。歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ250万6,000円を増額いたしまして、

歳入歳出それぞれ4,695万7,000円とするものでございます。今回お願いしておりますのは、ほ

かの会計と同様に歳入予算の未収入額と歳出予算の不用額、それにメモリアルホールの基金積

み立てをお願いしております。 

 内容について御説明いたします。１３２ページをお願いいたします。 

 まず歳入でございますが、１０款事業収入250万6,000円でございますが、これは旅行代理店

のクーポン券等の入館料の増額でございます。 

 次に歳出でございます。１０款総務費の217万6,000円の減額でございますが、これは一般管

理費の需用費や役務費等で生じました不用額の減額でございます。 

 １５款施設整備費で11万円の減額でございます。これは作業員の賃額の減額が主なものでご

ざいます。 

 ２０款諸支出金1,200万円の増額でございますが、これはメモリアルホールの基金積立金でご

ざいます。その調整を５０款予備費で調整させていただきました。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第３０号を建設部長。 

○○○○建設部長建設部長建設部長建設部長（（（（鬼塚鬼塚鬼塚鬼塚    憲雄君憲雄君憲雄君憲雄君））））    議案書の６０ページです。 

 議案第３０号、平成１９年度上天草市公共下水道事業特別会計補正予算第３号です。平成１９

年度上天草市公共下水道事業特別会計補正予算第３号を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要があり提出するものでございます。 

 補正予算書の１３６ページをお願いいたします。平成１９年度上天草市公共下水道事業特別

会計補正予算第３号を次に定めるところによる。第１条、歳入歳出それぞれ903万3,000円を減

額し、歳入歳出予算総額を5億4,009万6,000円とする予算でございます。内容につきましては次

項別明細書で説明いたします。１４０ページをお願いいたします。 
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 歳入でございますが、１５款分担金及び負担金１０目公共下水道事業分担金、今回補正額140

万円。受益者の分担金の増額によるものでございます。 

 ２０款使用料及び手数料１０目公共下水道手数料17万8,000円ですが、登録手数料の増加によ

るものでございます。 

 ２５款繰入金１０目一般会計繰入金で391万1,000円の減額ですが、歳出予算減額に伴うもの

でございます。 

 ３０款市債670万円の減は、事業量の減によるものでございます。 

 次に歳出でございますが、１４１ページ、１０款公共下水道費１０目下水道建設費652万

5,000円の減額補正ですが、委託料、工事請負等の事業費の確定に伴う減額でございます。 

 １４２ページ、１５項下水道管理費１０目下水道管理費3万2,000円の増額は、前納奨励金の

増額、それから１５目処理場管理費は事業の確定に伴う134万円の減額でございます。 

 ２０款公債費で起債償還利子の確定に伴い、120万円の減額でございます。 

 以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第３１号を病院事務長。 

○○○○上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長（（（（松本松本松本松本    精史君精史君精史君精史君）））） 議案書の６１ページをお願いいたします。 

 議案第３１号について御説明いたします。議案第３１号、平成１９年度上天草市立上天草総

合病院事業会計補正予算第２号でございます。平成１９年度上天草市立上天草総合病院事業会

計補正予算第２号を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要がございます。これがこの議案を提出する理由でございます。 

 別冊補正予算書２ページをお願いいたします。 

 中ほどの第１款資本的収入を3億4,140万円増額いたしまして、4億8,267万8,000円とするもの

でございます。理由といたしまして、平成元年度に病院建築債７.３％で借り入れをしていたも

のを公的資金補償金免除繰り上げ償還の借りかえ債等で増額をお願いするものでございます。 

 次の資本的支出の第２項企業債償還におきましても、公的資金補償金免除繰り上げ償還に係

る3億4,060万円の増額をお願いするものでございます。 

 第３条予算、第５条に定めた企業債の目的。医療機械整備及び繰り上げ償還に係る借りかえ。

企業債の限度額3,040万円を3億7,180万円にそれぞれ改めるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第３２号を総務部長。 

○○○○総務部長総務部長総務部長総務部長（（（（川本川本川本川本    一夫君一夫君一夫君一夫君）））） 議案の６２ページをお願いいたします。 

 議案第３２号、平成２０年度上天草市一般会計予算について説明いたします。本議案につき

ましても別紙にて配付しておりますので、これを読み上げさせていただきまして説明にかえさ

せていただきます。 

 ２０年度一般会計予算でございます。歳入歳出の総額をそれぞれ145億4,100万円と定めるも
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のでございます。リバイバルプランを確実に遂行するとともに、創意と工夫をもってプラン以

上の成果を上げるよう予算編成に取り組みました。 

 歳入では、地方財政計画に基づいた一般財源の積算に努め、歳出では事務事業全般の見直し

により前年度比２.８％の減となっております。 

 第２表地方債では、起債の限度額を10億7,200万円とお願いし、利率、借り入れ先、償還の方

法は前年どおりでございます。 

 歳入の主なものといたしまして、１０款市税は23億7,138万3,000円。前年度比較で2,735万

5,000円の増額計上となりました。市民税の法人税、固定資産税においては増額が見込めますが、

市たばこ税、入湯税及びゴルフ場利用税交付金においては、利用者数等の減少により減額とな

りました。 

 ４５款地方交付税は73億5,000万円、前年度比で5,000万円の減額となりました。普通交付税

は地方財政計画により前年度同額の69億円を、また特別交付税は5,000万円の減額の4億5,000万

円を計上いたしました。 

 ６０款使用料及び手数料6,028万6,000円、前年度比で2,063万8,000円の減額は、１０項使用

料において指定管理者移行に伴うキャンプ場等使用料1,013万1,000円。社会体育施設使用料

1,036万8,000円の減額です。 

 ６５款国庫支出金10億2,755万7,000円。前年度比で2,341万円の減額は、１５項国庫補助金２５

目農林水産業費国庫補助金で漁港費補助金750万円の減額、３０目土木費国庫補助金で道路橋梁

費補助金2,255万円の増額、２０項委託金１０目総務委託金で参議院議員選挙費委託金3,285万

3,000円を減額いたしました。 

 ７０款県支出金13億6,018万2,000円、前年度比で1億8,145万1,000円の増額です。 

 １０項県負担金１０目民生費負担金では、平成２０年度から設置される後期高齢者医療特別

会計繰出金の財源として1億144万7,000円を新規に計上しております。 

 １５項県補助金１０目総務費県補助金で合併特例債交付金1億2,000万円の減額。２５目農林

水産業費件補助金の農業費補助金では、経営構造対策事業補助金を2,000万5,000円増額し、林

業費では木材林業産業振興施設整備事業1億7,600万円を新規に計上いたしました。漁港費補助

金では湯島、大道、干切、野釜漁港の建設費1,675万円を増額。また、並型魚礁設置事業2,500

万円を水産業費補助金から移行して計上しております。 

 ２０項委託金１０目総務費補助金で県議会議員選挙費委託金2,391万8,000円を減額いたしま

した。 

 ７５款財産収入3,851万1,000円、前年度比1,047万3,000円の減額では１０項財産運用収入に

おいては前年度に比較して452万4,000円の増額ですが、１５項財産売り払い収入において土地

開発公社精算金1,810万円を減額いたしました。 

 ８５款繰入金2億3,015万6,000円、前年度比1億2,320万3,000円の減額では、地域福祉基金繰

り入れ5,425万円の減額。姫戸地区土地造成基金繰り入れ6,830万円の減額をお願いしておりま
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す。 

 ９５款諸収入では2億3,361万1,000円、前年比1,661万1,000円の減額で、２５項貸付金元利収

入で奨学資金貸付収入、ふるさと融資貸付元金収入等の減で、1,252万1,000円の減額。 

 ３５項雑入１５目雑入総務費雑入でＩＣカード標準システム構築助成金3,000万円を減額し、

農林業費雑入で土地改良施設維持管理適正化事業交付金４カ所で4,536万円を計上いたしました。 

 ９９款市債は10億7,000万円、前年比6,130万円の減額です。臨時財政対策債は市債計画によ

り5,000万円を減額しております。農林水産業債2,740万円の減額は、主に農業基盤整備事業に

おける県営事業の完了及び事業費の減によるものです。過疎対策事業債4,190万円の増額は、主

に農道整備事業県工事負担金2,430万円の増額と、市道整備事業の2,580万円の増額によるもの

です。また、退職手当特別負担金への財源として、退職手当債8,000万円をお願いしております。 

 次に歳出の主なものといたしまして、１０款議会費は1億9,033万9,000円、前年比で287万

3,000円の減額は、議事録作成経費245万4,000円の減額です。 

 １５款総務費は19億7,049万4,000円、前年比3億1,055万9,000円の減額計上です。 

 １５項総務管理費１０目一般管理費4億9,100万8,000円、前年度比3,495万4,000円の減額は、

収入役の任期満了に伴う減額及び特別職手当削減による1,257万3,000円の減額。職員数の減と

期末手当削減による一般職員人件費1,559万1,000円の減額。 

 １３節委託料で行政評価制度研修委託料の外部研修完了によって695万1,000円を減額いたし

ました。 

 ２５目文書広報費は、市報の発行経費として518万2,000円を計上しております。 

 ３０目財産管理費は、庁舎管理経費を見直し、前年度比で489万7,000円の減額の4,504万

4,000円を計上いたしました。 

 ４０目窓口センター費は、人件費、消費的経費を減額し、2億628万1,000円の計上をいたしま

した。 

 ４５目企画費は1億5,859万円を計上しております。地方バス運行費等対策補助金で地域開発

特別会計への繰出金等が主なものでございます。 

 ５５目支所及び出張所費は2億849万9,000円、前年比で716万6,000円の減額。庁舎管理費、消

費的経費等を865万円減額です。 

 ７０目電子計算費では、2億4,402万7,000円、前年比で9,285万5,000円の減額。ＡＤＳＬ環境

整備負担金6,000万円、小中学生の安全対策として実施したＩＣカード標準システム実証実験事

業3,000万円の減額が主な要因でございます。 

 ７５目地域づくり推進事業費は7,706万8,000円を計上。重点施策の一つであります１３地区

まちづくり経費として7,200万円。地域づくり人づくり夢づくり事業に5,100万5,000円。 

 ８５目諸費では住民自治活動費交付金4,501万2,000円を計上いたしております。 

 １５項徴税費１０目税務総務費では1億1,822万5,000円、前年度比で2,101万2,000円の減額。

職員人件費1,558万7,000円、固定資産の宅地評価業務委託料等483万6,000円を減額いたしまし



- 45 - 

た。 

 ２０項戸籍住民基本台帳費の7,004万5,000円は、戸籍住基事務事業を計上しております。 

 ２５項選挙費は633万円、前年度比7,901万2,000円の減額は、熊本県議会議員選挙費、市長、

市議会議員選挙費のほか、参議院議員選挙、農業委員会委員選挙費の減額によるものです。 

 ３０項統計調査費2,157万4,000円は、漁業センサス、住宅統計調査費を計上でございます。 

 ２０款民生費は43億7,044万4,000円、前年比4,508万4,000円の増額計上となっております。 

 １０項社会福祉費１０目社会福祉総務費9億8,096万5,000円、主なものは社会福祉総務費の一

般事務費と民生委員会、社会福祉協議会、シルバー人材センターの運営補助金を計上しており

ます。また、繰出金として国民健康保険特別会計へ４件、合計で2億9,859万2,000円、国保直営

診療施設勘定へ1,196万2,000円、介護保険特別会計へ3億7,857万7,000円を計上です。 

 １５目社会福祉施設費1億4,861万9,000円は、老人ホーム和光園の一般事務費と運営管理費、

また老人福祉センターの指定管理委託料を計上しております。 

 ２０目障害者福祉費6億1,652万7,000円。主なものは自立支援法による在宅での居宅生活支援

と施設訓練支援の補助費でございます。内訳は、厚生医療給付費3,160万円、重身医療費1億485

万6,000円、特別障害者扶助費2,006万2,000円、介護給付費3億5,998万7,000円、訓練等給付費

4,494万円でございます。 

 ２５目老人福祉費7,061万4,000円の主なものは、１３節委託料で689万円、１９節負担金補助

で2,118万8,000円、２０節扶助費3,869万円でございます。委託料では、軽度支援援助事業、緊

急通報システム管理、配食事業等の委託料でございます。負担金補助では老人クラブ補助金、

敬老行事補助金が主なものでございます。扶助費は上天草市以外の老人ホームの利用者、７施

設１８人分の保護施設費でございます。 

 ３５目老人医療給付費6,055万4,000円。老人保健特別会計への繰出金5,855万3,000円とレセ

プト点検業務の嘱託職員の人件費の計上でございます。 

 ４５目後期高齢者医療費5億6,101万7,000円。これは２０年度からの新規事業でございます。

主なものは、後期高齢者広域連合への市負担金4億2,527万6,000円と特別会計への繰出金1億

3,574万1,000円でございます。 

 １５項児童福祉費１０目児童福祉総務費442万1,000円。主なものは家庭児童相談委員と婦人

相談委員の報酬です。 

 １５目児童措置費12億6,350万8,000円では、７カ所の公立保育園の運営費と民間の１３の認

可保育園の交付金7億8,430万7,000円が主なものでございます。 

 ２０目児童福祉費2億4,212万円では、小学校修了までの児童を養育している人に支給される

児童手当を計上しております。 

 ２５目母子福祉費1億6,992万1,000円。主なものは母子家庭への支援として児童扶養手当と母

子、父子家庭の医療費助成費を計上しております。 

 ２０項生活保護費１０目生活保護総務費302万1,000円。主なものは医療補助に伴うレセプト
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点検嘱託職員の報酬を計上しております。 

 １５目扶助費2億2,805万1,000円では、生活保護支給対象者の扶助費を計上しています。 

 ２５目災害救助費の205万円は、火災や風水害に伴う見舞金でございます。 

 ２５款衛生費では、14億9,724万8,000円、前年度比で8,573万6,000円の減額計上です。 

 １０項保健衛生費１０目保健衛生総務費1億9,009万7,000円で、主なものは嘱託員報酬委託料

で妊婦一般健診等の健診委託料を、また負担金補助繰出金では夜間緊急医療の運営負担金525万

円、診療所特別会計繰出金1,675万円を計上しております。 

 ２０目予防費8,921万2,000円、これは基本健診等予防接種の委託料及び負担金補助が主なも

のでございます。内訳は、予防接種料2,737万7,000円、健康増進法健診4,662万1,000円、イン

フルエンザ補助金700万円でございます。 

 ２５目幼児費委託医療費の5,567万1,000円は、０歳から就学前までの乳幼児の医療費の一部

助成でございます。 

 ３０目環境衛生費1億2,273万円では、従来からの浄化槽の設置補助及び生活排水溝工事等並

びにＥＭによる生活環境改善事業として計上しております。 

 １５項清掃費１０目清掃総務費6億7,953万8,000円では、ごみ処理し尿処理事業9,669万1,000

円、天草広域連合清掃費負担金4億4,059万4,000円、上天草衛生施設組合負担金1億4,225万

3,000円を計上しております。 

 ２５項病院費１０目病院費2億9,000万円では、企業債元金利子8,478万8,000円、救急施設負

担金1,381万1,000円、看護師養成負担金5,200万円、医療費支援補助金2,000万円等でございま

す。 

 ２５項水道費１０目水道費7,000万円は上水道事業の補助金です。 

 ３５款農林水産業費は12億6,515万5,000円、前年比1億5,003万5,000円の増額となりました。 

 １５項農業費１０目農業委員会費4,163万円では、農業委員の２１人の報酬、農地基本台帳整

備、農地移動あっせん、農地流動化推進事業、農業者年金事業などを計画しております。農業

委員は昨年度から４人の減員となっております。 

 ２０目農業振興費9,023万2,000円、前年度比476万2000円の増額で、主な事業は農業振興事務

事業の１９節負担金補助及び交付金で、園芸新産地育成対策事業補助金600万円、中山間地域等

直接支払事務事業の１９節交付金1,167万4,000円、経営構造対策事業の１９節複合経営促進施

設補助金6,000万円を計上しております。 

 ２５目畜産業費205万5,000円、前年比789万6,000円の減額。主な事業は１９節の酪農振興対

策補助金150万円でございます。 

 ３０目農地費1億7,593万5,000円、前年度比3,621万6,000円の減額でございます。主なものは、

１３節委託料1,005万円は農業農村整備事業の大矢野ふるさと農道委託料ほかです。１９節負担

金補助金及び交付金1億5,617万9,000円では、県営事業負担金として大矢野北部広域農道事業

1,200万円、荒木浜基盤整備事業600万円、大維農道整備事業5,000万円、上島中央地区広域農道
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事業837万2,000円を計上しております。また、農業農村整備事業で市単独耕地事業補助金1,000

万円、維和開発促進期成会補助金438万5,000円、土地改良事業償還金として県営、団体営土地

改良事業償還金補助4,996万8,000円、教良木土地改良区償還金補助700万4,000円及び施設管理

費補助350万円を計上しております。 

 ３５目農道維持費344万3,000円は、主に１５節工事請負費で大維農道、南部農道の維持工事

でございます。 

 ４０目施設管理費の1,910万7,000円には、需用費1,345万7,000円、主に排水機場１０カ所の

維持管理費として計上しました。 

 ５０目地籍調査費では9,523万9,000円を計上しております。前年比339万1,000円の増額とな

りました。維和地区蔵々、千束、１２の字、１.５８平方キロメートル１,４００筆の一筆調査

を計画しております。 

 ５５目土地改良施設適正化事業費5,848万5,000円、前年度比4,146万2,000円の増額となりま

した。主な事業は１５節工事請負費で広崎排水機場改修2,150万円、日守ため池改修1,037万円、

合津排水機場改修990万円、今津排水機場改修575万円。１９節負担金補助及び交付金で適正化

事業拠出金727万2,000円を計上です。 

 １５項林業費１５目林業振興費2億921万6,000円、前年度比1億7,332万1,000円の増額です。

主な事業として１３節委託料1,634万1,000円のうち1,018万円は松くい虫防除委託、衛生伐採委

託料等です。１９節負担金補助及び交付金では国庫補助金に受け入れ分として、木材林業産業

振興施設整備事業補助金1億7,600万円を計上いたしました。 

 ２０項水産業費１５目水産振興費5,509万7,000円は、主な事業は姫戸牟田地区並型魚礁設置

事業2,863万1,000円、水産振興対策補助金として漁船保険近代化資金利子補給、稚魚放流推進

等に1,630万円を計上しております。 

 ２０目漁港管理費として736万9,000円を計上いたしました。主に漁港施設及び浄化槽維持管

理、待合所管理委託等です。 

 ２５目漁港建設費では3億9,746万6,000円。主な事業として、１５節工事請負費で湯島漁港

7,635万円、干切漁港1億4,440万円、大道漁港6,670万円。また、交付金事業で野釜漁港940万円

を補助事業として計上いたしました。防災事業として下貫漁港海岸保全事業3,780万円などの整

備を計画しております。 

 ４０款商工費では、2億2,931万3,000円、前年度比1,557万6,000円の減額計上です。 

 １０項商工費１５目商工振興費5,162万3,000円では、企業誘致の活動費用として615万1,000

円、商工会や各種協議会等への負担金補助2,047万2,000円と、中小企業短期融資貸付金2,500万

円を計上です。 

 ２０目観光費では1億295万1,000円、パンフレット作成や各観光施設の維持管理費として

1,589万5,000円。キャンプ場等の指定管理や観光施設の清掃委託料等で4,910万2,000円。また

負担金補助では観光協会への補助や各種イベント等の補助2,173万5,000円を計上いたしました。 
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 ４５款土木費では、9億3,571万8,000円、前年度比4,795万円の減額計上となりました。 

 １０項土木管理費１０目土木総務費は3億7,274万1,000円で、下水道事業、物揚場造成事業へ

の繰出金が主なものでございます。 

 １５項道路橋梁費１０目道路維持費は4,628万5,000円で、工事請負費3,500万円は道路維持工

事１２カ所、修繕箇所３０カ所を予定しております。 

 １５目道路新設改良費は1億7,619万5,000円で、工事請負費8,775万円は交付金事業で、樋合

永浦線を継続して、また環状北線を新規事業として整備するとともに起債事業で１２路線を整

備することとしております。交付金事業で永浦樋合線、環状西１号線を継続して整備するとと

もに起債事業で１３路線を整備することとしております。事業促進のための用地購入費を１７

節公有財産購入費で996万1,000円を計上しております。県営事業の負担金として１９節に920万

円を計上、２０目橋梁維持費では535万5,000円、橋梁補修工事の２件分であります。 

 ２５目道路舗装費は4,917万2,000円、工事請負費3,500万円は１４路線を整備します。ほかは

直営舗装の経費であります。 

 ３０目交通安全施設費は315万円で道路の安全管理に努めるための工事でございます。 

 ２０項河川費１０目河川管理費は2,057万円で樋門の管理委託費、河川の維持補修、県営事業

の海岸保全事業、急傾斜事業の負担金等でございます。 

 ２５項港湾費１０目港湾管理費は1,335万円、これは県管理漁港３港、市管理港１０港分の施

設管理に必要な経費であります。 

 １５目港湾建設費は1億9,438万3,000円で、樋島港、江樋戸港を継続して改修事業で整備する

こととしております。１９節に永目港埋め立て工事に係る県負担金3,990万円を計上しておりま

す。 

 ２０目海岸保全費では800万円で防災工事として市管理港湾を整備するものでございます。 

 ３０項都市計画費１０目都市計画総務費は2,648万7,000円で、職員４名分の人件費です。 

 １５目公園管理費は172万6,000円で、カントリーパークの維持管理費でございます。 

 ２０目公園建設費は200万円で、上天草カントリーパーク花海好の周辺の市道を整備すること

としております。 

 ３５項住宅費１０目住宅管理費は728万円で、市営住宅の日常管理費でございます。 

 １５目住宅建設費は884万4,000円で、住宅２棟の改善に係る委託料、工事請負費が主なもの

でございます。 

 ５０款消防費6億1,655万7,000円、前年度比712万円の増額となりました。 

 １０目常備消防費では4億8,530万5,000円で、天草広域連合消防費負担金は1,136万円の増額

となりました。 

 １５目非常備消防費は1億40万1,000円、前年度比633万円の減額となりました。これは消防団

組織改変による報酬の減額及び消防団施設補助金改定によるものです。 

 ３０目防災管理費2,784万6,000円では、防災行政無線龍ヶ岳庁舎デジタル操作卓整備工事経
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費390万円、防災情報ネットワーク整備に係る県への負担金102万3,000円を計上です。 

 ５５款教育費は10億495万円、前年比で1億2,389万3,000円の減額。 

 １０項教育総務費１０目教育委員会費では、委員の報酬負担金233万7,000円を計上です。 

 １５目事務局費は教育長及び学務課職員の人件費のほか、いじめ問題アドバイザー報酬86万

4,000円、ごみ収集委託料380万円、放課後学校補助金320万円、合計で1億1,828万6,000円でご

ざいます。 

 ２０目教育振興費では、外国人英語指導助手の報酬1,135万8,000円、教職員人材育成事業費

総額で1,468万2,000円を計上です。 

 ２５目奨学資金費では貸付金1,932万円、特別給付金240万円、計2,175万3,000円です。 

 ３０目教職員住宅管理費では１０４戸の維持補修償還金等で720万円。 

 １５項小学校費１０目学校管理費では、１６、小学校の一般管理事務事業で2億2,536万6,000

円。主なものといたしましては江後分校解体工事1,050万円、図書購入費184万円を計画してお

ります。 

 １５目教育振興費では学校教材補助、要保護、準要保護の就学援助、ＩＴ促進、部活動補助

等で3,640万円計上。 

 ２０項中学校費１０目学校管理費では、９中学校の一般事務事業費で1億1,865万7,000円。主

なものは嘱託職員報酬1,230万1,000円、図書購入費405万円を計画しております。 

 １５目教育振興費では、学校教材補助、要保護、準要保護就学補助、ＩＴ促進、部活動補助

等で2,930万7,000円です。 

 ２５項社会教育費１０目社会教育総務費6,888万9,000円では、文化財保護、生涯学習推進、

女性ＰＴＡ青少年育成等の所要経費を計上しております。 

 １５目公民館費では、中央館、地区館の活動費等で3,278万2,000円を計上しております。 

 ２０目図書館費では、各図書館の司書人件費1,113万3,000円、図書購入費508万円等で2,132

万円を計上しました。 

 ２５目文化振興費では、自主文化事業、文化協会補助金等で349万8,000円を計上。 

 ３０目人権教育推進費では、人権教育推進協議会補助金等で62万7,000円を計上。 

 ３０項保健体育費１０目保健体育総務費では各種スポーツ大会事業費のほか、体育協会補助

金855万円、総合型地域スポーツクラブ助成金237万5,000円、パールラインマラソン大会補助金

332万5,000円で、4,171万4,000円を計上。 

 １５目体育施設費では各施設の維持管理費と運営費として902万2,000円を計上。 

 ２０目学校給食費では給食調理員の報酬、各調理施設の維持管理費等で1億8,963万9,000円を

計上しました。 

 ２５目スポーツ振興施設事業費では大矢野総合スポーツ公園管理委託料2,489万6,000円、松

島総合運動公園管理委託料3,136万5,000円、大矢野総合スポーツ公園グラウンド改修事業700万

円等を計上しました。 
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 ６０款災害復旧費は緊急時の機械借り上げ、原材料等134万1,000円を計上。 

 ６５款公債費は24億158万円、前年比で6,098万8,000円の減額。平成１９年度に実施予定の繰

り上げ償還により元金償還額は1,607万3,000円の減額。利子償還額は4,491万5,000円の減額。 

 ７０款諸支出金では3,768万5,000円、基金利子の積立金768万5,000円と減債基金への積立金

3,000万円でございます。 

 ７５款予備費は2,017万6,000円、前年度比1,154万円の減額計上となりました。一般の人件費

は２０年度当初職員数３６９名、１９年度より２１名の減少のため、総額29億7,531万4,000円、

前年比で2億3,953万9,000円の減額計上となりました。その内訳といたしましては、給与で

9,750万7,000円、職員手当で1億2,439万6,000円、共済費で1,763万6,000円が内訳でございます。

すべて減でございます。 

 以上が予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） ここで１０分間休憩いたします。 

休憩  午後 ２時３０分 

                                             

再開  午後 ２時４４分 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 議案第３３号から議案第３７号まで、健康福祉部長。 

○○○○健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長（（（（川下川下川下川下    伸一君伸一君伸一君伸一君）））） ６３ページをお願いします。 

 議案第３３号、平成２０年度上天草市国民健康保険特別会計予算。平成２０年度上天草市国

民健康保険特別会計予算を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由。予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を経

る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 ２２３ページをお願いします。議案第３３号、平成２０年度上天草市国民健康保険特別会計

予算。平成２０年度上天草市の国民健康保険特別会計予算は次に定めるものでございます。 

 第１条で定めています歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51億1,087万5,000円と定め

るものでございます。内容につきましては２２９ページで説明をいたします。 

 歳入から説明いたします。１０款国民健康保険税10億954万3,000円。これは一般被保険者の

保険税と対象者分の保険税でございます。 

 ２０款使用料及び手数料60万円。督促手数料でございます。 

 ２５款国庫支出金15億7,874万7,000円。これは医療給付費負担金と高額療養費共同負担金で

ございます。 

 ３０款県支出金2億5,243万6,000円。高額医療費の共同負担金と財政調整交付金でございます。 

 ３５款療養給付交付金2億994万4,000円。退職者の医療費でございます。 

 ３７款前期高齢者交付金10億8,813万6,000円。新制度の前期高齢者の交付金でございます。 

 ４０款共同事業交付金6億4,410万8,000円。共同事業交付金と保険財政共同安定事業交付金で
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ございます。 

 ５５款繰入金3億1,629万6,000円。財政調整基金繰入金と保険基盤安定繰入金、出産育児金の

一時金の繰入金でございます。 

 ６０款繰越金100万円。 

 ６５款諸収入1,005万5,000円、第三者納付金でございます。 

 次に歳出について説明いたします。１０款1,943万9,000円。医療適正化の特別対策費でござ

います。 

 １５款保険給付費21億929万9,000円。一般療養給付費、退職者療養給付費でございます。 

 １７款後期高齢者支援金5億414万8,000円。後期高齢者の運営支援金でございます。４割分で

ございます。 

 １８款前期高齢者納付金12億5,640万円。医療給付金、６５歳から７４歳までの分でございま

す。 

 ２０款老人保健拠出金1億6,130万4,000円。医療給付費負担金でございます。 

 ２５款介護給付費2億8,877万8,000円。医療給付費の負担金でございます。 

 ３０款共同事業拠出金6億7,172万7,000円。高額医療費の共同拠出金と保険財政安定基金の拠

出金でございます。 

 ３５款保険事業費3,489万9,000円。特定健診の委託料でございます。 

 ５０款諸支出費2,840万5,000円。上天草病院などの繰出金でございます。 

 ５５款予備費3,639万6,000円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 

 次に議案第３４号、平成２０年度上天草市老人保健医療特別会計予算。平成２０年度上天草

市老人保健医療特別会計予算を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 予算書の２４６ページをお願いします。議案第３４号、平成２０年度上天草市老人保健医療

特別会計予算。平成２０年度上天草市の老人保健医療特別会計の予算は次に定めるものでござ

います。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億441万8,000円と定めるものでございます。２５０

ページで説明をいたします。 

 歳入。１０款支払基金交付金3億5,336万6,000円。医療費交付金でございます。 

 １５款国庫支出金2億3,401万1,000円。医療費の国庫負担金でございます。 

 ２０款県支出金5,848万5,000円。医療費の県負担金でございます。 

 ２５款繰入金5,855万3,000円。一般会計からの繰入金でございます。 

 次に歳出を説明いたします。１０款医療諸費7億441万8,000円。医療給付費でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 
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 次に議案第３５号です。平成２０年度上天草市診療所特別会計予算。平成２０年度上天草市

診療所特別会計予算を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 別冊の２５４ページをお願いします。議案第３５号、平成２０年度上天草市診療所特別会計

予算。平成２０年度上天草市の診療所特別会計予算は次に定めるところによるものでございま

す。 

 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ5,821万6,000円と定めるものです。内容につきまし

ては２５８ページで説明をいたします。 

 １０款事業収入3,859万2,000円。これは診療収入でございます。 

 １５款使用料及び手数料8万2,000円。 

 ２１款県支出金148万6,000円。地域医療支援金でございます。 

 ２５款繰入金1,674万5,000円は一般会計からの繰入金です。 

 ３５款諸収入131万1,000円です。 

 歳出を説明いたします。１０款総務費5,795万8,000円。主に職員３人分の人件費と医薬品の

購入費でございます。 

 １５款公債費5万8,000円。 

 ２０款予備費20万円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 

 次に議案第３６号、平成２０年度上天草市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算。平

成２０年度上天草市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算を別冊のとおり定めるもので

ございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 予算書の２７１ページをお願いします。議案第３６号、平成２０年度上天草市国民健康保険

特別会計直営診療施設勘定予算。平成２０年度上天草市の国民健康保険特別会計直営診療施設

勘定予算は次に定めるものでございます。 

 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ6,644万8,000円と定めるものでございます。２７５

ページをお開きください。 

 歳入から説明いたします。１０款診療収入5,413万6,000円。診療収入でございます。 

 １５款繰入金1,196万2,000円。一般会計からの繰入金です。 

 ２０款諸収入35万円です。 

 歳出を説明いたします。１０款総務費2,991万1,000円。主に職員の人件費でございます。 

 １５款医業費3,226万5,000円。医薬品代です。 

 ２５款公債費377万円です。 



- 53 - 

 ３０款予備費50万2,000円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 

 次に議案第３７号、平成２０年度上天草市介護保険特別会計。平成２０年度上天草市介護保

険特別会計予算を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理由であります。 

 ２８９ページをお願いします。議案第３７号、平成２０年度上天草市介護保険特別会計予算。

平成２０年度上天草市の介護保険特別会計予算は次に定めるものでございます。 

 第１条に定めています歳入歳出総額は歳入歳出それぞれ27億8,020万5,000円と定めるもので

ございます。２９４ページをお願いいたします。 

 歳入から説明いたします。歳入には介護保険給付費と介護予防事業に充てる財源として国、

県、市の負担金と保険料支払基金の負担割合を計上しております。 

 １０款保険料4億222万円。これは１号保険者の現年度分の保険料でございます。 

 １５款使用料及び手数料2,247万5,000円。 

 ２０款国庫支出金7億2,456万4,000円。これは介護給付負担金としまして施設分を１５％、居

宅を２０％相当分を計上しております。 

 ２５款支払基金交付金8億3,168万4,000円です。これは２号保険者の保険料相当分として計上

いたしております。 

 ３０款県支出金4億2,068万5,000円。介護給付費と県負担金でございます。 

 ４５款繰入金3億7,857万7,000円。介護給付費の市負担分でございます。 

 歳出について説明を申し上げます。１０款総務費5,612万7,000円。一般管理費と介護保険料

の徴収に要するものでございます。 

 １５款保険給付費26億7,594万9,000円。施設サービス費や居宅サービスの利用に対して支払

う給付費でございます。 

 ３５款諸支出金50万円です。これは第１号保険者の保険料の還付金でございます。 

 ４５款地域支援事業4,762万9,000円。介護予防包括支援事業などを計上しております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第３８号を市民環境部長。 

○○○○市民環境部長市民環境部長市民環境部長市民環境部長（（（（福田福田福田福田    富雄君富雄君富雄君富雄君）））） それでは議案の６８ページをお願いしたいと思います。 

 議案第３８号、平成２０年度上天草市斎場特別会計予算。平成２０年度上天草市斎場特別会

計予算を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由。予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を経

る必要があります。これが議案を提出する理由であります。 

 予算書の３０８ページをお願いしたいと思います。平成２０年度上天草市斎場特別会計の予

算は次に定めるところによります。 
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 歳入再出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,150万7,000円と定めるも

のです。次に内容につきましては次の３１３ページをお願いしたいと思います。 

 まず歳入から申し上げます。１０款使用料及び手数料１０項使用料１０目斎場使用料596万

7,000円。これは斎場使用料でございまして、市内４２０体、市外２０体、計４８０体の１５％

減で計上しております。 

 １５款財産収入１０項財産運用収入１０目利子及び配当金223万5,000円。これは斎場基金利

子でございます。 

 ２０款繰入金２０項基金繰入金１０目基金繰入金306万円。斎場基金繰入金でございます。 

 続きまして３１４ページです。２５款繰入金１０項繰入金１０目繰入金218万3,000円。これ

は前年度の繰入金でございます。 

 ３０款諸収入１５項雑入１０目雑入6万2,000円でございます。 

 次に３１５ページをお願いします。歳出でございます。１０款総務費１０項総務管理費１０

目一般管理費1,077万2,000円。主なものにつきましては燃料費の271万5,000円。これは重油と

灯油等でございます。それから光熱水費、これにつきましては水道、電気、ガス代等でござい

ます。修繕費につきましては、２０年度につきましては３号炉の修繕とその他の修繕を約100万

円程度上げております。それから節１２の役務費でございますけれども、浄化槽の管理委託料、

手数料等でございます。１３、委託料508万8,000円。これにつきましては斎場管理委託料、二

人分の経費を493万円程度上げております。 

 続きまして２５款諸収入１０項基金費１０目斎場基金費23万5,000円。これは基金利子の積立

金の利子でございます。 

 ３０款予備費１０項予備費１０目50万円。 

 以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第３９号を企画観光部長。 

○○○○企画観光部長企画観光部長企画観光部長企画観光部長（（（（石炭石炭石炭石炭    芳邦君芳邦君芳邦君芳邦君）））） 議案書の６９ページをお願いいたします。議案第３９号、平

成２０年度上天草市天草四郎メモリアルホール特別会計予算。平成２０年度上天草市天草四郎メ

モリアルホール特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 提案理由でございますが、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要がございます。これが議案を提出する理由でございます。 

 予算書の３１７ページをお願いいたします。議案第３９号、平成２０年度上天草市天草四郎

メモリアルホール特別会計予算でございます。平成２０年度のメモリアルホールの予算でござ

いますが、歳入歳出それぞれ3,526万2,000円を計上させていただきました。中身につきまして

は事項別明細書で御説明いたします。３２１ページをお願いいたします。 

 まず歳入でございますが、１０款事業収入3,354万6,000円でございますが、これは入館料が

主なものでございます。これまでの実績を考慮いたしまして計上をさせていただきました。 

 ２５款財産収入24万1,000円。売店の貸付収入を計上しております。 
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 ３０款諸収入147万5,000円。自動販売機の取り扱い手数料や電気料の収入でございます。 

 次に歳出でございます。１０款総務費でございますが、3,247万4,000円。これは職員の人件

費または維持管理費として1,406万8,000円を計上しております。 

 １５款施設費としまして50万円を計上しております。 

 予備費といたしまして227万7,000円を計上し、歳入歳出の調整を図っております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第４０号から議案第４１号まで、建設部長。 

○○○○建設部長建設部長建設部長建設部長（（（（鬼塚鬼塚鬼塚鬼塚    憲雄君憲雄君憲雄君憲雄君））））    議案書の７０ページでございます。 

 議案第４０号、平成２０年度上天草市公共下水道事業特別会計予算です。平成２０年度上天

草市公共下水道事業特別会計予算を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由としまして、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を経る必要

がございます。 

 別冊予算書の３２９ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ4億

6,133万1,000円と定めるものでございます。３３３ページからの歳入歳出事項別明細書で説明

をいたします。 

 昨年度と比較しまして7,396万9,000円の減額でございます。３３４ページをお願いいたしま

す。 

 歳入の主なものとしまして、１０款国庫支出金4,000万円、１５款分担金及び負担金774万

5,000円、２０款使用料及び手数料4,942万9,000円。３３５ページ、２５款繰入金2億6,693万

3,000円、３０款市債9,600万円でございます。 

 ３３６ページをお願いいたします。歳出でございますが、１０款公共下水道費１０目の下水

道建設費1億1,442万4,000円。人件費と１５節工事請負費9,190万円、２２節補償及び補てん及

び賠償金300万円が主なものでございまして、引き続き阿村地区の環境整備を進めてまいります。 

 ３３８ページ、１５項下水道管理費１０目下水道総務管理費1,333万9,000円。人件費、報償

費、台帳委託料が主なものでございます。３３９ページ、１５目処理場維持管理費5,605万

6,000円、人件費、需用費の光熱費、それから３４０ページの処理場維持管理費委託料3,225万

1,000円が主なものでございます。 

 ２０目管路維持管理費として光熱費、委託料など365万円計上しております。 

 ２０款公債費2億7,236万2,000円。地方債償還金の元金と利子分でございます。 

 ２５款予備費としまして26万5,000円計上しております。 

 引き続きまして、議案集の７１ページ。議案第４１号、平成２０年度上天草市物揚場造成事

業特別会計予算でございます。議案集の７１ページです。平成２０年度物揚場造成事業特別会

計予算。平成２０年度物揚場特別会計予算を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由としまして、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を経る必要

がございます。 
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 別冊予算書の３５０ページでございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,670万8,000円と

定めるものでございます。この事業につきましては、旧松島町が昭和６３年度から平成１１年

度まで阿村港改修事業と並行して物揚場を起債事業として整備されたのに伴いまして、起債の

償還に充てる事業でございます。 

 ３５３ページをお願いいたします。事項別明細書、歳入の1,670万8,000円は使用料354万

9,000円と一般会計からの繰入金1,315万9,000円でございます。 

 歳出の1,670万8,000円は地方債償還金還付金1,347万4,000円と利子323万4,000円でございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第４２号を企画観光部長。 

○○○○企画観光部長企画観光部長企画観光部長企画観光部長（（（（石炭石炭石炭石炭    芳邦君芳邦君芳邦君芳邦君）））） 議案書の７２ページをお願いいたします。議案第４２号、平

成２０年度上天草市地域開発事業特別会計予算。平成２０年度上天草市地域開発事業特別会計予

算を別冊のとおり定める。 

 提案理由でございますが、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により

議会の議決を経る必要がございます。これが議案を提出する理由でございます。 

 予算書の３５６ページをお願いします。議案第４２号、平成２０年度上天草市地域開発事業

特別会計予算でございますが、歳入歳出それぞれ711万円を計上させていただきました。次の

３５９ページをお願いします。 

 まず歳入でございますが、１０款繰入金で711万円でございます。これは一般会計からの繰入

金でございます。 

 次に歳出でございますが、２０款公債費で711万円。内訳は、元金700万円とその利子11万円

でございます。今年度で償還も完了いたします。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第４３号を健康福祉部長。 

○○○○健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長（（（（川下川下川下川下    伸一君伸一君伸一君伸一君）））） 議案第４３号、平成２０年度上天草市後期高齢者医療特別会

計予算。平成２０年度上天草市後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり定めるものでござい

ます。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議

会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 ３６２ページをお開きください。議案第４３号、平成２０年度上天草市後期高齢者医療特別

会計予算。平成２０年度上天草市の後期高齢者医療特別会計は次に定めるところによるもので

ございます。 

 歳入歳出の予算の総額は歳入歳出それぞれ3億8,309万5,000円と定めるものでございます。 

 ３６６ページをお開き下さい。歳入から説明いたします。１０款後期高齢者医療保険料2億

4,210万6,000円。現年度分の特別徴収と普通徴収の保険料でございます。 
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 １５款使用料及び手数料1,000円。 

 ２０款寄付金1,000円。 

 ２５款繰入金1億3,574万1,000円。一般会計からの繰り入れ金でございます。 

 ３５款諸収入524万6,000円。保険事業費でございます。 

 次に歳出です。１０款総務費48万3,000円。主に役務費などを計上しております。 

 １５款後期高齢者医療広域連合納付金3億7,737万円です。これは被保険者保険料と基盤安定

負担金と診療委託金でございます。 

 ２０款保険事業費524万2,000円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議ください。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案４４号を水道局長。 

○○○○水道局長水道局長水道局長水道局長（（（（鍬田鍬田鍬田鍬田    成朗君成朗君成朗君成朗君）））） 議案書の７４ページをお願いいたします。 

 議案第４４号、平成２０年度上天草市水道事業会計予算。平成２０年度上天草市水道事業会計

予算を別冊のとおり定めるものであります。 

 提案理由といたしまして、予算を定めるには地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議

会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 別冊の水道関係の予算書をお願いいたします。まず１ページをお願いいたします。議案第４４

号、平成２０年度上天草市水道事業会計予算。 

 第１条、平成２０年度上天草市水道事業会計の予算は次に定めるところによるものであります。 

 第２条、業務の予定は次のとおりとする。給水件数１万１,９５０件。年間総給水量３１０万

２,５００立米。１日平均給水量８,５００立米です。主要な建設改良事業で、配水管布設工事

3,180万円、配水池取付道路工事2,000万円、湯島配水及び上水設備改良8,950万円です。 

 第３条、収益的収入及び支出について説明いたします。収入予算の主なものとしまして第１項、

水道事業収益の総額で9億2,840万1,000円です。内訳としまして、１項営業収益で8億757万8,000

円。これは主に水道料金です。２項営業外収益で1億2,081万2,000円。これは主に一般会計繰入

金及び上天草宇城水道企業団の水道用水の宇土市への譲渡金です。 

 ３項特別利益1,000万1,000円。 

 支出について説明いたします。第１款水道事業費用、総額で9億2,840万1,000円です。内訳と

しまして、１項営業費用7億9,316万8,000円。これは主に原水浄水費、それに配水及び給水費等

です。 

 ２項営業外費用1億2,503万2,000円。これは主に企業債の支払い利息です。 

 ３項特別損失1,000万1,000円、４項予備費20万円です。 

 続いて２ページをお願いします。第４条、資本的収入及び支出について説明します。収入予算

の主なものとしまして、第１款資本的収入3億8,450万円です。内訳としまして、１項企業債3億

2,530万円、２項過疎債1,820万円、３項補助金3,750万円、４項負担金350万円です。 

 続きまして支出について説明いたします。第１款資本的支出総額6億4,510万3,000円です。内
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訳としまして、１項建設改良費1億7,118万3,000円です。これは主に工事費です。２項企業最償

還金4億5,896万8,000円、第３項過疎債償還金1,495万2,000円です。 

 資本的収入が資本的支出額に対して不足する額2億6,060万3,000円は、損益勘定留保金及び積

立金等で補てんするものとするものであります。 

 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利息、及び償還の方法は次のとおりと定めるもの

であります。起債の目的の企業債で配水設備改良事業限度額4億1,020万円。生活基盤近代化事業、

限度額として1,820万円。企業債の借りかえ事業、限度額2億6,590万円。過疎債で生活基盤近代

化事業、限度額1,820万円です。起債の方法として、証書借り入れで利息は３.５％以内で済むも

のであります。 

 ３ページをお願いします。第６条、一時借り入れ金の限度額は1億円と定めるものであります。 

 第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおり定めるもので

あります。 

 第１款水道事業費用第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失、第４項予備費。 

 第８条、次に掲げる経費についてはその経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならないということ

で、職員給与1億2,105万4,000円。２、公債費15万円。 

 第９条、他会計補助金。企業債の利息として一般会計から受ける金額は7,000万円です。 

 第１０条、棚卸資産の購入限度額が1,500万円と定めるものであります。 

 以上で予算の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第４５号を病院事務長。 

○○○○上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長上天草総合病院事務長（（（（松本松本松本松本    精史君精史君精史君精史君）））） ７５ページをお願いいたします。議案第４５号、平

成２０年度上天草市立上天草総合病院事業会計予算。平成２０年度上天草市立上天草総合病院

事業会計予算を別冊のとおり定めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によりまして議会の議決を

経る必要があります。これが議案を提出する理由でございます。 

 別冊の予算書２ページをお願いいたします。 

 第１条、平成２０年度上天草市立上天草総合病院事業会計予算は次に定めるところによるもの

でございます。 

 第２条、業務の予定量といたしまして、病院事業のほうでは病床数１９５床、そのうち療養病

床が４６床で前年と同数でございます。年間患者数では、入院予定を６万７,５２５名、病床量

率９４.９％を見込んでおります。外来予定患者数といたしまして、医科のほうで１１万１,７８０

人。歯科で５,８３２人を予定しております。１日平均患者数に換算いたしますと、入院の方で

１８５人、外来で医科４６０人、歯科２４０人を予定しております。 

 主な建設改良工事といたしまして、医療器具及び備品購入費といたしまして1億2,476万4,000

円、前年度と比較しまして5,738万6,000円の増額となっております。大幅に増加いたしました理
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由といたしましては、オーダリングシステムの入れかえに伴いますオーダリングシステム本体と

関連機器約1億円を見込んでおります影響でございます。 

 その他附属施設の業務予定量といたしまして、看護学校で学生数定員が１学年４０名で合計

１２０名、健康管理センターで住民健診受診者数１万８,９６１人、人間ドック数８０件、事業

者健診受診者６００人と見込んでおります。訪問看護ステーションでは保険医療対象者７９２人、

介護保険対象者９３６人、合計で１,７２８人を見込んでおります。介護老人保健施設では、入

所者数１万７,８８５人、１日平均で４９人でございます。利用率に換算しますと９８％の見込

みでございます。通所者数６,８６４人、１日平均当たり２２人の利用を見込んでおります。こ

れは昨年度と同数でございます。居宅介護支援センターでは、介護計画数５５６件を見込んでお

ります。 

 次に３ページをお願いいたします。第３条収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。 

 収入でございます。第１款病院事業収益33億7,115万2,000円。前年に比べますと１.１％、金

額にいたしまして3,648万5,000円の増額となっております。内訳といたしまして、第１項事業収

益26億6,361万円でございます。前年比較いたしまして１.８％で4,757万9,000円の増額でござい

ます。第２項医業外収益1億9,228万7,000円でございます。第３項特別利益101万円、第４項看護

学校収益1億26万4,000円。第５項健康管理センター収益1億508万円。第６項訪問看護ステーショ

ン収益1,639万8,000円。第７項介護老人保健施設収益2億8,068万5,000円。第８項在宅介護支援

センター収益580万4,000円。第９項居宅介護支援センター収益601万4,000円でございます。 

 次に支出でございます。病院事業費用33億7,115万2,000円、前年と比較しまして０.３％の増

加でございます。金額に直しますと936万4,000円の増額となっております。内訳といたしまして、

第１項医業費用26億8,696万5,000円。第２項医業外費用1億4,982万1,000円。第３項特別損失280

万円。第４項看護学校費用1億31万1,000円。第５項健康管理センター費用1億527万2,000円。第

６項訪問看護ステーション費用1,685万7,000円。二つ項が抜けております、済みません。第７項

介護老人保健施設費用2億7,487万7,000円でございます。第８項でございます、これも抜けてお

りまして申しわけございません。在宅介護支援センター費用1,024万2,000円でございます。繰り

返し申し上げます。７と８が抜けておりまして追加をお願いいたします、申しわけございません。

第７項介護老人保健施設費用2億7,487万7,000円でございます。第８項在宅介護支援センター費

用1,024万2,000円でございます。第９項から印刷のとおり戻りまして、居宅介護支援センター費

用1,150万1,000円でございます。第１０項予備費1,250万6,000円でございます。 

 次の４ページをお願いいたします。資本的収入及び支出について御説明いたします。収入の方

でございます。第１款資本的収入16億5,858万8,000円。前年と比較いたしますと公的資金補償金

免除繰上償還分によりまして大幅に増加しております。内訳といたしまして、第１項企業債15億

5,982万3,000円、前年度と比較いたしますと15億2,942万3,000円の増額となっております。 

 予算書の５１ページのほう、お開きくださいませ。第２項第２節でございます。公的資金補償

金免除繰上償還分という欄でございます。平成２年度企業債残高７.３％となっておりますが、
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６.６％の借りかえの分でございます。 

 また元に戻りまして４ページをお願いいたします。補助金でございます。第２項補助金1,026

万4,000円。第３項出資金8,840万1,000円。第４項固定資産売却代金10万円でございます。 

 次は支出のほうでございます。第１款資本的支出17億5,756万6,000円、前年度と比較しますと

15億2,323万円の増額となっております。これも先ほど申し上げました繰り上げ償還に係る借り

かえ債でございます。 

 第１項建設改良費1億2,476万4,000円、前年度に比べましてこれも増加しております。先ほど

のと同じくオーダリングシステムの入れかえに伴います本体関連機器等の約1億円を見込んでお

ります影響でございます。 

 第２項企業債償還金16億2,704万2,000円。 

 第３項投資576万円でございます。 

 次に第５条企業債の項目でございます。企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法を定めたものでございます。内容は記載のとおりでございます。 

 次の５ページをお願いいたします。第６条一時借り入れ金の限度額は10億円と定めるものでご

ざいます。これも昨年度と同額でございます。 

 第７条、各項間における給与費の流用を定めるものでございます。 

 第８条は、議会の議決を経なければそれ以外の経費に流用することのできない経費といたしま

して、給与費21億2,089万2,000円、公債費120万円を計上させていただいております。 

 第９条棚卸資産の購入限度額は3億7,263万9,000円と定めております。 

 以降、附属書類、参考書類を添付しておりますので御審議のほどよろしくお願いいたします。

大変失礼いたしました。これで説明を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 議案第４６号から議案第５３号まで、総務部長。 

○○○○総務部長総務部長総務部長総務部長（（（（川本川本川本川本    一夫君一夫君一夫君一夫君）））） 議案の第７６ページをお願いいたします。 

 議案第４６号、天草広域連合の処理する事務の変更及び規約の一部変更について説明いたし

ます。地方自治法第２９１条の規定によりまして、事務を変更し、連合規約の一部を次のとお

り変更いたします。説明資料の５５ページをお願いいたします。 

 ５５ページ中で、第４条第４号中、上天草市に係る事務をのぞくを天草市に係る事務に限る

に改めます。 

 次に説明資料５６ページでございます。同条別表中の表の対象市町村欄中、及び苓北町を削

ります。 

 次に説明資料５７ページでございます。天草広域連合規約の一部を次のように変更します。第

４条中第４号を削り、第５号を４号とし、第６号から１０号までを１号ずつ繰り上げます。 

 説明資料５８ページをお願いいたします。第５条中第４号を削り、第６号から１０号までをを

１号ずつ繰り上げます。 

 次に別表中第２号を削り、３号を２号とし、以下順次繰り上げます。 



- 61 - 

 次に議案の７６ページの附則をお願いいたします。施行期日は平成２０年４月１日としますが、

２条のみを８月１日から施行とします。その経過措置といたしまして、２号、発生する苓北町の

電子計算事務の共同処理の消滅に係る残務は、平成２０年７月３１日までは天草広域連合で行い

ます。３号、２０年４月１日から７月３１日までの経費は天草市及び苓北町が負担し、変更前の

広域連合規約の既定による負担割合を適用し、算出した額といたします。 

 提案の理由は、規約を変更しようとするときは地方自治法２９１条の規定によりまして議会の

議決を経る必要がございます。これが提出する理由でございます。 

 次に議案の７８ページをお願いいたします。議案第４７号、あらたに生じた土地の確認につい

て説明いたします。 

 上天草市の区域内の公有水面埋め立てにより、新たに次に掲げる土地を生じたため、地方自治

法９条の５第１項の規定により確認するものとします。位置図は説明資料の５９と６０ページに

ございますが、議案に沿って説明させていただきます。 

 まず１工区、松島町阿村字先辺５１９１の３から字安造５４４０の１に隣接する道路地先並び

に字先辺５１９９の２に隣接する無番地地先公有水面埋め立て７６５.９６平方メートル。それ

と次に２工区でございます。松島町阿村字安造５４４０の７から５４４２の２に隣接する道路地

先並びに５４４２の１１地先公有水面埋め立て１４６.１８平方メートルでございます。 

 理由は、上天草市の区域内にあらたに生じた土地を確認するには、地方自治法９条の５第１項

の規定により議会の議決を経る必要がございます。これが提出する理由であります。 

 次に議案の７９ページをお願いいたします。議案第４８号、字の区域の変更について説明いた

します。 

 埋め立てによりあらたに次に掲げる土地を生じたため、地方自治法第２６０条第１項の規定に

より字の区域を次のとおり変更いたします。区域について前議案と同じでございますので省略さ

せていただきます。編入する字のみ説明いたします。１工区は松島町阿村字先辺、２工区は字安

造でございます。 

 提案の理由は、区域内の字区域を変更するには、地方自治法第２６０条第１項の規定により議

会の議決を経る必要がございます。これが提出する理由であります。 

 次に議案の８０ページをお願いいたします。議案第４９号、あらたに生じた土地の確認につい

て説明いたします。 

 区域内の公有水面埋め立てによりまして新たに次に掲げる土地を生じたため、地方自治法９条

の５第１項の規定により確認するものとします。位置図は説明資料の６１と６２ページにござい

ますが、議案に沿って説明させていただきます。 

 箇所は姫戸町姫浦字小浦５５０の２から字小崎４８２及びこれらの区域に隣接介在する道路、

水路地先並びに字小崎４７２の２地先公有水面埋め立て地８７８４.５９平方メートルです。 

 提案の理由は、先ほども述べましたとおりでございますのでよろしくお願いいたします。 

 次に議案の８１ページをお願いいたします。第５０号、字の区域の変更について説明いたしま
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す。 

 前条の土地が生じましたので、同じく地方自治法よりまして次のとおり変更させていただきま

す。区域について４９号と同じでございますので省略させていただきます。編入する字のみ説明

いたします。編入する字は姫戸町姫浦字小浦でございます。 

 提案の理由につきましても先ほどの条文と同じでございますのでよろしくお願いいたします。 

 次に議案の８４ページをお願いいたします。第５１号、湯島辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定について説明いたします。 

 １辺地の概要。（１）辺地を構成する町または字の名称、上天草市大矢野町湯島字小白洲か

ら途中省略しまして千場までの区域でございます。地域の中心の位置は同じく湯島字西ノ浜

６０３番地、人口が４４５人、面積が０.５２平方キロメートル、辺地の点数が１２７点。２番

で必要とする事情を説明いたします。本地域は大矢野島より西方８キロメートルの有明海上に

位置し、面積０.５２、周囲６.５キロの離島でございます。交通機関は大矢野町の江樋戸と三

角から定期船によります。産業は漁業で、タイの１本釣り、主に延縄や遊漁船などが営まれて

おります。簡易水道は昭和４４年に認可を受けておりますが、飲用水供給に重要な施設として

管理してきましたが、ＶＰ管使用のために漏水が頻繁に発生しております。離島であるために

復旧作業に時間を要し、住民に支障を来しております。さらに使用年数が３７年経過し、融水

率も低下し、長期的観点からＨＩＶＰ管に変更し、布設がえが必要でございます。 

 次に３番、公共的施設の整備計画。これは平成２０年度から２４年度までの５年間です。区分、

財源等につきましては表をごらんいただきます。 

 事業費は1億2,100万円。財源は特定で8,090万円、一般で4,010万円、そのうちの辺地対策事業

債が3,990万円となっております。 

 提案の理由は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、辺地に係る公共的施

設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定によりまして議会の

議決を経る必要がございます。これが議案を提出する理由であります。 

 次に議案の８４ページをお願いいたします。第５２号、星平辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定でございます。 

 １現地の概要、辺地を構成する町または字の名称は、松島町教良木字小田から省略させていた

だきまして荷掛石までの区域でございます。中心の位置は教良木字釜５３１番地１、人口は１５２

人、面積は４.４平方キロ、辺地の点数は１１８点。 

 ２番の必要とする事情を説明いたします。本地域は松島町南端に位置しまして、松島町教良木

の中心から約５キロ離れております。交通機関はバス通で、学校、医療機関、市役所に行くにも

非常に不便であります。産業は兼業農家が多い状況でございます。現在の進められております上

島中央農道事業によりまして、流通市場の広がりや農産物の規格化と地域産業経済の発展と環境

整備にあわせた生活環境の改善向上と定住が促進されます。各機関への往来が容易となります。 

 ３番、整備計画でございますが、平成２０年から２４年度までの５年間。財源等につきまして
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は同じく表をごらんください。事業主体は熊本県です。事業費1,674万4,000円。財源は一般で

1,674万4,000円。そのうち辺地対策事業債が1,660万円となっております。 

 提案の理由は先ほどの湯島と同じでございますのでよろしくお願いいたします。 

 次に議案の８６ページをお願いいたします。議案第５３号、和解及び損害賠償の決定について

を説明いたします。 

 議案に沿って説明いたします。平成１９年３月２７日、一般競争入札により売却した公用車の

欠陥に伴う紛争に関し、次の者と上天草市の間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解するこ

とといたします。和解の相手方、上天草市大矢野町中７０９９番地１、濱田桃子。損害賠償の額

30万円。和解事項といたしまして、当事者双方は今後本件に関して裁判上または裁判外において

一切の異議及び請求の申し立てをしないこと。 

 提案の理由は、和解及び損害賠償の額を決定するには地方自治法第９６条第１項第１２号の規

定及び第１３号の規定により議会の議決を経る必要がございます。これが議案を提出する理由で

ございます。以上、よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 次に、議案第５４号を建設部長。 

○○○○建設部長建設部長建設部長建設部長（（（（鬼塚鬼塚鬼塚鬼塚    憲雄君憲雄君憲雄君憲雄君））））    議案書の８７ページでございます。 

 議案第５４号、市道路線の認定について。道路法第８条第１項の規定に基づき、次の路線の

認定を提案するものでございます。次の２路線でございます。 

 路線番号４２４６、龍ヶ岳町高戸、路線名上脇団地１号線、延長１２０メートル。同じく上

脇団地２号線、４０メートルでございます。国土改良の住宅団地の移転に伴いまして用地造成

を行う必要がありますが、その団地までの道路が市道の認定が必要で提案するものでございま

す。 

 提案理由といたしまして、市道の路線認定については道路法第８条第２項の規定より議会の議

決を経る必要があありこの議案を提出するものでございます。なお、議案説明資料の６３ページ

に図面をつけておりますのでごらんいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

                                             

 

   日程第５９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 日程第５９、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題といたします。 

 諮問第１号について提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（川端川端川端川端    祐樹君祐樹君祐樹君祐樹君）））） お疲れ様でございます。諮問の第１号でございます。議案の８８ペー

ジをお開きいただきたいと思います。    

 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて。次の者を人権擁護委員候補
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者として推薦したいので、議会の御意見を求めるものでございます。 

 住所、上天草市龍ヶ岳町樋島２７４番地。氏名、江郷國紘。生年月日、昭和２０年３月２４

日。 

 提案理由としましては、人権擁護委員の候補者を推薦する場合は、人権擁護委員法第６条第

３項の規定により議会の意見を聞く必要がございます。これがこの議案を提出する理由です。

どうぞよろしくご審議をお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 諮問第１号について質疑はありませんか。 

[｢質疑なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 質疑がなければこれより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

[｢討論なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 討論がありませんのでこれをもって討論を終了いたします。 

 諮問第１号を採決いたします。 

 本件は市長提案のとおり同意することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 起立多数であります。 

 よって、本件は市長提案のとおり同意することに決定いたしました。 

                                             

 

   日程第６０ 発議第１号 上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 日程第６０、発議第１号、上天草市議会議長等の期末手当の特例に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 １２番、堀江君。 

○１２○１２○１２○１２番番番番（（（（堀江堀江堀江堀江    隆臣君隆臣君隆臣君隆臣君）））） 発議第１号、上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例の

一部を改正する条例の制定について。上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項の規

定により提出いたします。 

 内容といたしましては、上天草市議会議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を次のよう

に改正する。１００分の５を１００分の１０に改める。 

 附則として、この条例は平成２０年４月１日から施行する。 

 提案理由といたしましては、議員の期末手当をさらに削減し、議会として自主的に市の財政再

建に資するためとするものでございます。よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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 発議第１号について質疑はありませんか。 

[｢質疑なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 質疑がなければこれより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

[｢討論なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 討論がありませんのでこれをもって討論を終了いたします。 

 発議第１号を採決いたします。 

 本件は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

                                             

 

   日程第６１ 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 日程第６１、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙を行

います。 

 熊本県後期高齢者医療広域連合、以下広域連合と言う、は本市を初め県内全市町村で構成し、

平成２０年から４月から施行される後期高齢者医療制度の運営主体となる特別地方公共団体です。

広域連合は平成１９年２月１日に設置されました。広域連合議会議員の定数は３２人となってい

ます。県内市町村の長及び議員のうちから市長区分８人、市議会議員区分８人、町村議会議員区

分８人から構成されています。今回、市議会議員に一人の欠員が生じたため、候補者受付の告示

を行い、届出を締め切ったところ二人の候補者がありましたので、初めての広域連合議会議員の

選挙、投票となります。この選挙は広域連合規約第８条の規定により、すべての市議会の選挙に

おける得票総数により当選人を決定することになりますので、会議規則第３２条の規定に基づく

選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。 

 そこでお諮りしますが、選挙結果については、会議規則第３２条の規定にかかわらず、有効投

票のうち候補者の得票数までを報告することとしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

[｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 御異議なしと認めます。 

 したがって、選挙結果の報告については、会議規則第３２条の規定にかかわらず、有効投票の

うち候補者の得票数までを報告することに決定いたしました。 

 選挙は投票で行います。議場の出入り口を閉めます。 

［議場閉鎖］ 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） ただいまの出席議員は２４人です。 

 次に立会人を示します。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に髙橋君、小西君並び
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に島田君を指名します。 

 候補者名簿をお配りします。 

［候補者名簿配付］ 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 候補者名簿の配付漏れはありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 配付漏れなしと認めます。 

 それでは、投票用紙をお配りします。 

 投票は単記無記名です。名前を書いてください。 

［投票用紙配付］ 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検させます。 

［投票箱点検］ 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 投票用紙に被選挙人の指名を記載の上、議会事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、

順番に投票願います。 

○○○○議会事務局長議会事務局長議会事務局長議会事務局長（（（（村田村田村田村田    一安君一安君一安君一安君）））） それでは、議席１番から投票をお願いします。まず１番、髙

橋議員。２番、小西議員。３番、島田議員。４番、新宅議員。５番、川口議員。６番、田中万里

議員。７番、塩田議員。８番、山口議員。９番、北垣議員。１０番、東川議員。１１番、園田議

員。１２番、堀江議員。１３番、佐藤議員。１４番、窪田議員。１５番、田中豊八議員。１６番、

津留議員。１７番、瀬﨑議員。１８番、寄口議員。２０番、渡辺勝也議員。２１番、田中勝毅議

員。２２番、藤川議員。２３番、山﨑議員。２４番、蕏塚議員。最後、議長です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫稔夫稔夫稔夫君君君君）））） 投票漏れはありませんか。 

[｢なし」と呼ぶ者あり] 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。髙橋君、小西君並びに島田君、開票の立ち合いをお願いします。 

［開票］ 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 選挙の結果を報告します。投票総数２４票、有効投票２４票、無効投

票０票。有効投票のうち、渡辺俊雄議員１８票、益田牧子議員６票、以上のとおりです。 

 議場の入り口を開きます。 

［議場開鎖］ 

○○○○議長議長議長議長（（（（渡辺渡辺渡辺渡辺    稔夫君稔夫君稔夫君稔夫君）））） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 
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    あす５日は議案研究のため休会し、次の本会議は６日午前１０時から質疑の予定となってお

ります。 

 質疑の希望者は、本日午後５時までに通告書を御提出くださいますようお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

散会  午後 ４時００分 


